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プロジェクト活動の成果物リスト 
 

1. 成果１に係る活動（Target 1） 

(1) キャパシティ・アセスメント・シート（自己評価シート） 

(Capacity Assessment Sheet for Self-Assessment) 

(2) キャパシティ・アセスメント・テスト・シート 

(Paper Exam for Capacity Assessment) 

(3) トレーニング・プログラム用ツール・キット(第 1 回及び第 2 回トレーニング) 

(Training Programme Materials for the 1st and 2nd Training Programme) 

2. 成果２に係る活動（Target 2） 

(1) 国家 CDM 政策（暫定政策） 

(National CDM Policy (Interim Policy)) 

(2) スリランカ炭素基金（SLCF）の運営戦略・計画に係る提言 

(Recommendations regarding SLCF Operation Strategies and Plans) 

(3) 国家 CDM ポートフォリオ 

(National CDM Portfolio) 

3. 成果３に係る活動（Target 3） 

(1) CDM 事業のホスト国承認に係る持続可能性基準 

(Sustainability Criteria for Host Country Approval of CDM Projects) 

(2) CDM 事業のホスト国承認手続き 

(Procedures for Issuance of Host country Approval of CDM Projects) 

(3) ホスト国承認に際しての CDM 事業評価チェックリスト 

(Checklist for Evaluation/Appraisal of CDM Project Application for Host Country Approval) 

4. 成果４に係る活動（Target 4） 

(1) 選定した 15 件の CDM 事業の評価票 

(Evaluation Sheets of the Selected 15 CDM Projects) 

(2) CDM ガイドブック 

(CDM Guidebook) 

5. 成果５に係る活動（Target 5） 

(1) スリランカ国 DNA ウエブサイトの仕様 

(Specification of Website for DNA of Sri Lanka) 

(2) 市民及び投資家/事業者向けの CDM 事業広報パンフレット 

(CDM Promotion Leaflets for General Public and Project Developers) 



 

 

略語表/Abbreviation 
 

A/R CDM  Afforestation / Reforestation CDM 植林／再植林 CDM 
APP Asia-Pacific Partnership on Clean 

Development and Climate 
気候とクリーン開発に係るアジア

太平洋パートナーシップ 
AR4 IPCC Fourth Assessment Report IPCC 第 4 次評価報告書 
C/P Counterpart Personnel カウンターパート 
CCD Climate Change Division 気候変動課 
CCS Climate Change Secretariat 気候変動事務局 
CDM Clean Development Mechanism クリーン開発メカニズム 
CDM-EB CDM Exective Board CDM 理事会 
CEA Central Environment Authority 中央環境庁 
CEO  Chief Executive Officer 高経営責任者 
CER Certified Emission Reduction 認証排出削減量 
CFL  Compact Fluorescent Lamp 電球形蛍光灯 
CME Coordination / Managing Entity 調整管理機関 
CMP  Conference of the Parties serving as the 

meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 
京都議定書締約国会議 

COP Conference of the Parties to the U.N. 
Framework Convention on Climate Change 

気候変動枠組条約締約国会議 

CSR Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任 
DNA Designated National Authority 指定国家機関 
DOE Designated Operational Entity 指定運営機関 
EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価 
ERPA Emission Reduction Purchase Agreement 排出削減量購入契約書 
EU-ETS EU Emissions Trading System  EU 域内排出量取引制度 
EXRI EX Research Institute Ltd. 株式会社エックス都市研究所 
FS Feasibility Study 実現可能性調査 
GHGs Greenhouse Gasses 温室効果ガス 
IEE Initial Environmental Examination 初期環境調査 
IGES Institute for Global Environmental Strategies 財団法人地球環境戦略研究機関 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パネル 
ITL International Transaction Log 国際取引ログ 
JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 
JCX Japan Climate Exchange 株式会社 排出権取引市場 
JET JICA Expert Team JICA 専門家チーム 
JORA Japan Organics Recycling Association 社団法人日本有機資源協会 
LKR Sri Lanka Rupee スリランカルピー 
LOI Letter of Intent 趣意書 
M/M Minutes of Meeting 協議議事録 
MENR Ministry of Environment and Natural 

Resources 
環境・天然資源省 

MLA Multilateral Agencies 多国間援助機関 
MOE Ministry of Environment 環境省 
MT Metric Ton （メトリック）トン 



 

 

MW Mega Watt メガワット 
NAMA Nationally Appropriate Mitigation Actions 開発途上国による適切な緩和行動 
OECC Overseas Environmental Cooperation Center 社団法人海外環境協力センター 
PCDA  plan-do-check-act cycle PDCA サイクル 
pCDM Programmatic CDM プログラム CDM 
PDD Project Design Documents プロジェクト設計書 
PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス 
PIN Project Idea Note プロジェクト・アイディア・ノート

PoA Programme of Activities 活動プログラム 
Pvt Private 民間企業 
REDD Reduced Emissions from Deforestation and 

forest Degradation 
森林減少・劣化からの温室効果ガス

排出削減 
Rs Rupees スリランカ・ルピー 
SCM Sectoral Crediting Mechanism セクター別クレジットメカニズム 
SEA Sustainable Energy Authority 持続可能エネルギー推進機構 
SLCF Sri Lank Carbon Fund スリランカ・カーボン・ファンド 
SOP-Adaptation Adaptation Share of Proceeds 適用費用負担 
SOP-Admin Administration Share of Proceeds 登録事務費用負担 
TIC JICA Tokyo - Tokyo International Center JICA 東京-東京国際センター 
TSCP Todai Sustainable Campus Project 東京大学 TSCP 室 
UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 
UNEP United Nations Environment Programme 国連環境計画 
UNFCCC United Nations Framework Convention on 

Climate Change 
国連気候変動枠組条約 

VCS Voluntary Carbon Standard VCS（自主的な温室効果ガス削減・

吸収プロジェクトを認証する規格）
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1. プロジェクトの概要 

11..11  ププロロジジェェククトトのの背背景景とと目目的的  

スリランカ国（以下「ス」国）は 1993 年に気候変動枠組条約を批准、2002 年には「京都議定書」

の承認を行い、環境・天然資源省（MENR）が国家窓口及び CDM の指定国家機関（DNA）となっ

ており、その機能を同省の気候変動局（CCD）が担当している。2008 年 4 月、さらなる緩和策及び

適応策の実施促進のため、｢ス｣国は新たに気候変動委員会（CCS）を設置、同事務局の理事会は、

農業、医療、工業、各種産業及び都市計画関係省庁から横断的に構成されており、CCD が事務局の

役割を担っている。また、2009 年 1 月には、「より良い環境（Haritha Lanka）プログラム国家アクシ

ョンプラン」を「国家環境アクションプラン 2009‐2013 年」の実施計画として策定し、「ス」国が

直面する様々な気候変動問題に対する一連の行動計画が示されている。これらの計画に伴い、CCD

が｢ス｣国の気候変動問題の解決に向けて担う役割・責務もますます重要なものとなってきている。 

 ｢ス｣国は京都議定書における CDM 事業の受入国となっているものの、国連に現在登録されてい

る CDM 事業はわずか 6 件に留まっている。これらの登録 CDM 事業から発行されている総 CER 量

も、登録事業の多くがミニ水力発電による小規模 CDM 事業のため、極めて少量である。その一方、

再生可能エネルギーや省エネルギー、バイオマス、廃棄物管理など温室効果ガス排出削減のポテン

シャルが相当程度存在すると推定される分野・セクターへの認識が不十分であり、CDM 事業形成

も十分に実施されていない状況にある。 

 当プロジェクトは、｢ス｣国における温室効果ガス排出削減ポテンシャルの認識及び CDM 事業開

発を推進するために、CCD、MENR 及び関係政府機関に対するキャパシティ・ディベロップメント

実施し、国内の CDM 推進のための組織・制度的枠組の強化を以下のような活動を中心に行うこと

を目的とするものである。 

 CDM 推進政策、戦略、行動計画の策定支援 

 ポテンシャル CDM 事業の評価 

 関係主体への CDM 事業形成の推進 
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11..22  ププロロジジェェククトトのの総総合合的的枠枠組組  

(1) プロジェクトの最終目標 

CDM 事業を通じて、「ス」国の持続可能な発展が推進される。 

(2) プロジェクト目標 

CDM 事業が「ス」国において推進される。 

(3) プロジェクトの達成目標（成果） 

目標 1: CCD 職員が気候変動及びCDM に係る基礎的知識及び能力を獲得する。 

目標 2: CDM 推進に係る国家政策、戦略、アクションプランが策定・更新される。 

目標 3: CDM 事業提案書の国家承認に必要とされる審査能力が DNA であるCCD において強化さ

れる。  

目標 4: CDM ガイドブックが作成され、｢ス｣国の全国民に提供される。 

目標 5: CDM に係る知識基盤が CDM 事業の関係主体間で構築・強化される。 

成果毎の活動も含めた当プロジェクトの概要を、次頁の図 2－1 に示す。 
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*SLCF: Sri Lanka Carbon Fund 

図 1-1: プロジェクトの総合的枠組 

CDM事業を通じて「ス」国
の持続可能な発展が推進
される。

CDM事業が「ス」国に
おいて推進される。

CCD職員が気候変動及び
CDMに係る基礎的知識及
び能力を獲得する。

CDM推進に係る政策、戦
略、行動計画が策定・更新
される。

CDM事業提案書の国家承
認に必要とされる審査能力
が強化される。

CDMガイドブックが作成さ
れる。

CDMに係る知識形成が
CDM事業の関係主体間で
推進される

CCD職員のCA
緩和策、CDMに関
する研修

CDM政策、」戦略、行動計画
のレビュー、修正

SLCF事業戦略のレビュー、修
正

国家CDMﾎﾟｰﾄ
ﾌｫﾘｵのﾚﾋﾞｭｰ

CDM事業の問
題、障害の検討

国家CDMﾎﾟｰﾄ
ﾌｫﾘｵの修正

CCD職員のCA

CDM評価基準
手続きのレビュ
ー、修正

CDM事業審査
マニュアル作成

CDM事業審査
マニュアル修正

CDM事業の選
定

選定CDM事業
の課題検討

CDM事業化へ
の行動提言

CDMガイドブッ
ク（案）作成

関係主体から
のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

CDMガイドブッ
ク最終化

ウエブサイトの
デザイン

ウエブサイトの
定期更新

CDMワークショップの開催

CDMプロモーション資料の
作成（事業開発者向け）

CDMプロモーション資料の
修正

CDMプロモーション資料の
作成（潜在的投資家向け）

CDM事業プロモーション・
セミナー（スリランカ）

CDM事業プロモーション・
セミナー（日本）
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(4) プロジェクトの実施体制 

｢ス｣国と日本国との協力に基づき、当プロジェクトは以下の図に示すような組織体制のもとで実

施されている。 

  

図 1-2: プロジェクトの実施体制 

a 合同調整委員会（Joint Coordinating Committee: JCC) 

2010 年 1 月 15 日に署名された当プロジェクトの R/D に基づき、当プロジェクトは、以下の機関・

組織のメンバーから構成される「合同調整委員会（JCC）を設置している。 

(スリランカ側) 

 環境・天然資源省気候変動担当次官 

 環境・天然資源省気候変動担当次官代理 

 環境・天然資源省気候変動担当次官補佐 

 財務・計画省国家予算局長 

 財務・計画省計画局長 

 財務・計画省海外協力局長 

 国家 CDM センター（Peradeniya 大学及び Moratuwa 大学より各１名) 

 科学技術省 

 電力・エネルギー省 

 (日本側) 

 JICA スリランカ事務所 

 JICA 専門家チーム総括 

 JICA 専門家チームメンバー 

合同調整委員会 

気候変動 
事務局 

CDM 
ｾﾝﾀｰ 

スリランカ側 

JICA 専門家チーム

現地専門家チーム 

日本側 

共同作業 

協力 

JIC
A

 

ス
リ
ラ
ン
カ
事
務
所

JIC
A

本
部

JICA 

報告 

協議 

報告/協議 

参加 

その他の 
関係公共・民間組織/機関 
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 JICA 本部からのミッション・メンバー 

 日本大使館（オブザーバー参加） 

JCC の役割は、以下の通りである。 

 P/O に基づく年次業務計画の監理 

 プロジェクトの年ごとの成果達成度の確認及び評価 

 プロジェクト実施において生じた課題の対処・解決方法の検討・決定 

当プロジェクトでは、これまで 3 度の合同調整委員会を開催している（詳細は当報告書の ANNEX

に掲載） 

b JICA 専門家チーム（JICA Expert Team）の派遣実績と主要業務 

当プロジェクトにおいて組織された JICA 専門家チームのメンバー及び各メンバーの派遣実績及

び主要業務は、以下に示す通りである。 

氏名 専門領域 派遣期間実績 プロジェクトにおける職務・役割 
杉本 聡 総括 

CDM 管理・運

営 

2010/4/25~2010/5/20 

2010/7/20~2010/8/23 

2010/11/10~2010/12/15 

2011/1/22~2011/3/2 

2011/3/27~2011/4/7 

2011/4/21~2011/5/28 

2011/7/3~2011/7/30 

2011/9/2~2011/9/28 

2011/10/9~2011/10/23 

 プロジェクトの統括管理 
 成果 1 

活動 1-1:  CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
活動 1-2: 気候変動緩和及び CDM に関するトレ

ーニング 
 成果 2 

活動 2-1: 国家 CDM 政策・戦略・行動計画のレ

ビュー・改定 
活動 2-2: SLCF 事業戦略のレビュー・修正 
活動 2-3: SLCF 事業・経営計画の策定 
活動 2-4: 国家 CDM ポートフォリオのレビュー

活動 2-5: 計画中の CDM 事業の障害や課題の検

討 
活動 2-6: 国家 CDM ポートフォリオの修正 

 成果 3 
活動 3-1: CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
活動 3-2: CDM 事業のホスト国承認クライテリ

ア及び手続きのレビュー・修正 
活動 3-3,4: CDM 事業ホスト国承認のための評価

マニュアルの作成 
 成果 4 

活動 4-1: CDM 事業の選定 
活動 4-2: 選定 CDM 事業の課題検討 
活動 4-3: CDM 事業化への行動提言 
活動 4-4: CDM ガイドブック(案)の作成 
活動 4-5: 関係主体からのフィードバック収集 
活動 4-6: CDM ガイドブックの 終化 

根岸 博生 カーボン・フ

ァンド・マネ

ジメント 

2010/5/15~2010/6/5 

2010/7/14~2010/8/15 

2010/10/6~2010/10/30 

2011/4/25~2011/6/4 

2011/7/2~2011/8/4 

2011/8/29~2011/9/20 

 成果 1 
活動 1-1:  CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
活動 1-2: 気候変動緩和及び CDM に関するトレ

ーニング 
 成果 2 

活動 2-1: 国家 CDM 政策・戦略・行動計画のレ

ビュー・改定 
活動 2-2: SLCF 事業戦略のレビュー・修正 
活動 2-3: SLCF 事業・経営計画の策定 
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氏名 専門領域 派遣期間実績 プロジェクトにおける職務・役割 
活動 2-4: 国家 CDM ポートフォリオのレビュー

活動 2-5: 計画中の CDM 事業の障害や課題の検

討 
活動 2-6: 国家 CDM ポートフォリオの修正 

 成果 3 
活動 3-1: CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
 成果 4 

活動 4-4: CDM ガイドブック(案)の作成 
活動 4-5: 関係主体からのフィードバック収集 
活動 4-6: CDM ガイドブックの 終化 

河村 愛 CDM 事業開

発・審査(1)/
バリデーショ

ン 

2010/5/2~2010/7/3 

2010/8/4~2010/8/31 

2010/10/24~2010/11/4 

2010/11/21~2010/12/3 

2011/1/25~2011/2/20 

2011/3/13~2011/4/7 

2011/4/29~2011/5/28 

2011/6/14~2011/7/23 

2011/8/6~2011/8/27 

2011/9/15~2011/9/21 

 成果 1 
活動 1-1:  CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
活動 1-2: 気候変動緩和及び CDM に関するトレ

ーニング 
 成果 2 

活動 2-4: 国家 CDM ポートフォリオのレビュー

活動 2-5: 計画中の CDM 事業の障害や課題の検

討 
活動 2-6: 国家 CDM ポートフォリオの修正 

 成果 3 
活動 3-1: CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
 成果 4 

活動 4-1: CDM 事業の選定 
活動 4-2: 選定 CDM 事業の課題検討 
活動 4-3: CDM 事業化への行動提言 
活動 4-4: CDM ガイドブック(案)の作成 
活動 4-5: 関係主体からのフィードバック収集 
活動 4-6: CDM ガイドブックの 終化 

近松 史郎 CDM 事業開

発・審査(2) 
2010/5/23~2010/7/10 

2010/8/22~2010/10/2 

2011/2/16~2011/3/6 

2011/5/8~2011/6/4 

2011/6/26~2011/7/30 

2011/9/4~2011/9/20 

 成果 1 
活動 1-1:  CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
活動 1-2: 気候変動緩和及び CDM に関するトレ

ーニング 
 成果 2 

活動 2-4: 国家 CDM ポートフォリオのレビュー

活動 2-5: 計画中の CDM 事業の障害や課題の検

討 
活動 2-6: 国家 CDM ポートフォリオの修正 

 成果 3 
活動 3-1: CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
 成果 4 

活動 4-1: CDM 事業の選定 
活動 4-2: 選定 CDM 事業の課題検討 
活動 4-3: CDM 事業化への行動提言 
活動 4-4: CDM ガイドブック(案)の作成 
活動 4-5: 関係主体からのフィードバック収集 
活動 4-6: CDM ガイドブックの 終化 

家本 了誌 CDM 事業開

発・審査(3) 
2010/5/2~2010/5/16 

2010/6/20~2010/7/5 

2010/8/22~2010/9/9 

2010/9/26~2010/10/6 

2010/10/31~2010/11/20 

2011/1/23~2011/2/11 

2011/4/19~2011/5/8 

 成果 1 
活動 1-1:  CCD 職員のキャパシティ・アセスメ

ント 
活動 1-2: 気候変動緩和及び CDM に関するトレ

ーニング 
 成果 3 

活動 3-1: CCD 職員のキャパシティ・アセスメ
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氏名 専門領域 派遣期間実績 プロジェクトにおける職務・役割 
2011/7/4~2011/7/9 

2011/7/20~2011/7/27 

2011/9/9~2011/9/18 

ント 
活動 3-2: CDM 事業のホスト国承認クライテリ

ア及び手続きのレビュー・修正 
活動 3-3,4: CDM 事業ホスト国承認のための評価

マニュアルの作成 
 成果 4 

活動 4-4: CDM ガイドブック(案)の作成 
活動 4-5: 関係主体からのフィードバック収集 
活動 4-6: CDM ガイドブックの 終化 

高木 智史 CDM マーケ

ティング・推

進 (1) 

2010/5/7~2010/5/26 

2010/6/16~2010/7/5 

2010/9/15~2010/10/4 

2011/1/21~2011/2/4 

2011/4/17~2011/4/30 

2011/9/6~2011/9/15 

 成果 5 
活動 5-1,2: CDM ウエブサイトのデザイン・作成

及び更新活動 5-3: CDM ワーク

ショップの開催 
活動 5-3: CDM ワークショップの開催活動  
活動 5-4,5: CDM 事業主体向けの CDM 広報資料

の作成/アップデート 
活動 5-6: 投資家・クレジット購入主体向けの

CDM 広報資料の作成/アップデート 
活動 5-7,8: スリランカ国及び日本での CDM 推進

セミナーの開催 
岡本晋介 CDM マーケ

ティング・推

進(2) 

2010/4/25~2010/5/20 

2010/7/20~2010/8/23 

2010/12/6~2010/12/25 

2011/4/16~2011/5/28 

2011/7/3~2011/7/30 

2011/8/21~2011/9/17 

2011/10/9~2011/10/23 

 成果 2 
活動 2-4: 国家 CDM ポートフォリオのレビュー

活動 2-5: 計画中の CDM 事業の障害や課題の検

討 
活動 2-6: 国家 CDM ポートフォリオの修正 

 成果 5 
活動 5-1,2: CDM ウエブサイトのデザイン・作成

及び更新活動 5-3: CDM ワーク

ショップの開催 
活動 5-3: CDM ワークショップの開催活動  
活動 5-4,5: CDM 事業主体向けの CDM 広報資料

の作成/アップデート 
活動 5-6: 投資家・クレジット購入主体向けの

CDM 広報資料の作成/アップデート 
活動 5-7,8: スリランカ国及び日本での CDM 推進

セミナーの開催 

 

c 現地専門家チーム 

スリランカ国と JICA の合意に基づき、当プロジェクトは、JICA 専門家チーム及びスリランカ側

カウンターパートと共同作業を行う「現地専門家チーム」を編成すべく、専門家の募集・雇用を実

施した。専門家の雇用は、環境・天然資源省と JICA 専門家チームが共同で行った。現地専門家チ

ーム・メンバーとその業務内容は、以下に示す通りである。 

現地専門家（専門分野） 業務内容 
SLCF 設置・事業運営支援 
Mr. Sudarshan Senaratne 

 成果 2 
活動 2-2: SLCF 事業戦略のレビュー・修正 
活動 2-3: SLCF 事業・経営計画の策定 

CDM 事業開発・審査 
Dr. Lalani Samarappuli 
Mr. P.G. Joseph 

 成果 3 
活動 3-1: CCD 職員のキャパシティ・アセスメント 
活動 3-2: CDM 事業のホスト国承認クライテリア及び手続き

のレビュー・修正 
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現地専門家（専門分野） 業務内容 
活動 3-3,4: CDM 事業ホスト国承認のための評価マニュアルの

作成 
 成果 4 

活動 4-1: CDM 事業の選定 
活動 4-2: 選定 CDM 事業の課題検討 
活動 4-3: CDM 事業化への行動提言 
活動 4-4: CDM ガイドブック(案)の作成 
活動 4-5: 関係主体からのフィードバック収集 
活動 4-6: CDM ガイドブックの 終化 

CDM 事業推進（広報） 
Mr. L.H. Aourasha 
 

 成果 5 
活動 5-1,2: CDM ウエブサイトのデザイン・作成及び更新 
活動 5-3: CDM ワークショップの開催 
活動 5-4,5: CDM 事業主体向けのCDM 広報資料の作成/アップ

デート 
活動 5-6: 投資家・クレジット購入主体向けの CDM 広報資料

の作成/アップデート 
活動 5-7,8: スリランカ国及び日本でのCDM推進セミナーの開

催 

d プロジェクト実施機関（プロジェクトのカウンターパート・チーム） 

JICA 専門家チームのカウンターパートとなるスリランカ国側のプロジェクト実施担当機関は、環

境・天然資源省気候変動局である。カウンターパート・チームの人員構成を以下に示す。 

Project Position Organization Assigned Tasks
プロジェクト責任者 環境・天然資源省次官 成果 1, 2, 3, 4, 5 
プロジェクト管理者 環境・天然資源省気候変動局局長 成果 1, 2, 3, 4, 5 
プロジェクト管理者

代理 
環境・天然資源省気候変動局局長代理 成果 1, 2, 3, 4, 5 

カウンターパート Ms. Anoja Herath 
環境・天然資源省気候変動局局長補佐 

成果 1, 2, 3, 4, 5 

カウンターパート Ms. Thiris Inoka 
環境・天然資源省気候変動局環境管理担当 

成果 1, 2 

カウンターパート Ms. Chamika Nilmini 
環境・天然資源省気候変動局環境管理担当補佐 

成果 1, 3 

カウンターパート Ms. Deepani Rathnasiri 
環境・天然資源省気候変動局環境管理担当補佐 

成果 1, 5 

カウンターパート Dr. S.P. Nissanka 
Peradeniya 大学(国家 CDM センター) 
農業学部農作物科学学科 
上級講師 

成果 1, 2, 4 

カウンターパート Dr. Suren Wijeyekoon 
Moratuwa 大学(国家 CDM センター) 
化学工学学科 
上級講師 

成果 1, 2, 4 

カウンターパート Dr. Lalani Samarappuli 
ゴム生産技術研究所 
土壌・土壌栄養学研究主任 
気候変動局 CDM アドバイザー 

成果 1, 3 

カウンターパート Mr. P.G. Joseph 成果 1,3 
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Project Position Organization Assigned Tasks
科学技術省代替エネルギー課課長 
気候変動局 CDM アドバイザー 

カウンターパート Mr. L.H. Aourasha 
環境・天然資源省気候変動局プロジェクト業務補

佐 

成果 1, 5 (for website) 

 

e 活動実施スケジュールと実績（P/O と実績） 

プロジェクトの活動実施スケジュールとその実績は、以下に示す通りである。 

PLAN OF OPERATION (PO)  2010年 10月 8日改訂 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

年度 2010 年度 2011年度 

カレンダー 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

成果１：CCD 職員が気候変動及びCDM に係る基礎的知識及び能力を獲得する。 

1.1 CCD 職員のキャパシティ・アセ

スメント 

当初 PO 

実績 

1.2 気候変動緩和策及び CDM に関

する研修 

当初 PO 

実績 

成果２：CDM 推進に係る政策、戦略、行動計画が策定、更新される。 

2.1 CDM 政策、戦略、行動計画のレ

ビュー、修正 

当初 PO 

実績 

2.2 SLCF事業戦略のレビュー、修正 
当初 PO 

実績 

2.3 国家 CDM ポートフォリオのレ

ビュー 

当初 PO 

実績 

2.4 現在計画段階にある CDM 事業

の実施面での障害・課題の抽出 

当初 PO 

実績 

2.5 国家 CDM ポートフォリオの修

正・更新 

当初 PO 

実績 

成果３：CDM 事業提案書の国家承認に必要とされる審査能力が強化される。 

3.1 CCD 職員のキャパシティ・アセ

スメント 

当初 PO 

実績 

3.2 ホスト国承認基準及び手続きの

見直し・修正 

当初 PO 

実績 

3.3 CDM 事業審査マニュアルの作

成 

当初 PO 

実績 

3.4 マニュアルの見直し・修正・情

報更新 

当初 PO 

実績 

成果４：CDM ガイドブックが作成・公表される。 

4.1 CDM 事業の選定 
当初 PO 

実績 

4.2 選定 CDM 事業の課題検討 
当初 PO 

実績 

4.3 CDM 事業化への行動提言 
当初 PO 

実績 

4.4 CDM ガイドブック(案)作成 
当初 PO 

実績 

4.5 CDM ガイドブックに係る関係

主体からのフィードバック 

当初 PO 

実績 
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PLAN OF OPERATION (PO)  2010年 10月 8日改訂 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

年度 2010 年度 2011年度 

カレンダー 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.6 CDM ガイドブックの 終化 
当初 PO 

実績 

成果５：CDM に係る知識形成が CDM 事業の関係主体間で推進される。 

5.1 CDM ウエブサイトのデザイ

ン・構築 

当初 PO 

実績 

5.2 CDM ウエブサイトの運営及び

定期的更新 

当初 PO 

実績 

5.3 ワークショップの開催 
当初 PO 

実績 

5.4 CDM プロモーション資料の作

成（一般向け） 

当初 PO 

実績 

5.5 CDM プロモーション資料の修

正 

当初 PO 

実績 

5.6 CDM プロモーション資料の作

成（事業開発者向け） 

当初 PO 

実績 

5.7 CDM 事業プロモーション・セミ

ナー（スリランカ） 

当初 PO 

実績 

5.8 CDM 事業プロモーション・セミ

ナー（日本） 

当初 PO 

実績 

 
 

f プロジェクトの成果物一覧 

当プロジェクトによる成果物は、以下の一覧表に示す通りである。 

表 1-1：プロジェクトによる成果物一覧表 

成果 成果物 
成果１： 
CCD職員が気候変動及びCDMに係る基礎的知識

及び能力を獲得する。 

(1) キャパシティ・アセスメント・シート 
(2) キャパシティ・アセスメントのためのペーパ

ー・テスト 
(3) トレーニング・プラグラム（第 1 次及び第 2

次）における活用資料 
成果２： 
CDM 推進に係る国家政策、戦略、アクションプ

ランが策定・更新される。 

(4) 国家 CDM 政策（時限政策） 
(5) SLCF 事業戦略及び経営計画に係る提案書 
(6) 国家 CDM 事業ポートフォリオ 

成果３： 
CDM 事業提案書の国家承認に必要される審査能

力が強化される。 

(7) ホスト国承認基準（持続可能性基準） 
(8) ホスト国承認手続きフロー 
(9) ホスト国承認審査のためのチェックリスト

（マニュアル） 
成果４： 
CDM ガイドブックが作成される。 

(10) 優先プロジェクトの事業評価シート（15 件）

(11) CDM ガイドブック 
成果５： 
CDM に係る知識形成が CDM 事業の関係主体間

で推進される。 

(12) CDM ウエブサイト仕様 
(13) CDM 事業に係る広報用パンフレット（CDM

事業者/投資家向け及び一般向け） 
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2. プロジェクト活動の実施結果 

22..11  成成果果  11  にに係係るる活活動動::  気気候候変変動動緩緩和和及及びび CCDDMM 事事業業開開発発にに係係るる基基礎礎的的知知識識能能力力のの

構構築築（（キキャャパパシシテティィ・・デディィベベロロッッププメメンントト  

 成果１に係る活動は、CCD 職員に対するキャパシティ・アセスメント及びトレーニング・プログ

ラムの実施から構成されている。活動スケジュールは、以下の表に示すとおりである。 

 

22..11..11  キキャャパパシシテティィ・・アアセセススメメンントト  

キャパシティ・アセスメントは、スリランカ国において CDM 事業をさらに推進していくことを

目的として、CCD 職員の知識・能力面で強化すべき点を具体的に明らかにするために実施された。

この結果は、カウンターパートである CCD 職員に対する技術支援における中心課題と優先順位を

決定するための基本材料となる。カウンターパートに対する研修・トレーニングも、このキャパシ

ティ・アセスメントを通じて明らかとなった強化すべき知識・能力を踏まえて計画・実施されるも

のである。 

当プロジェクトでは、キャパシティ・アセスメントを CCD 職員各自による地震の知識・能力の

自己評価、JICA 専門家チームが実施するテスト及び面接による評価を通じて実施した。キャパシテ

ィ・アセスメントでは、気候変動緩和策及び CDM、DNA の役割に係る知識・能力が対象となった。 

AA..  アアセセススメメンントト項項目目  

詳細なアセスメント項目は、JICA 専門家チームが提案した項目案をベースに、カウンターパート

との協議に基づいて、以下の項目とすることが決定された。 

表 2-1: CCD 職員のキャパシティ・アセスメント項目 

大項目 中項目 内容 

気候変動の基本
情報 

京都議定書  京都議定書の内容を理解しているか。 
 COP/MOP等の動向を把握しているか。 

その他気候変動に
関する国際的動向 

 IPCCを含む、気候変動に関する国際的議論をフォロー
できているか。 

CDMの基本情報 CDM事業プロセス  CDMプロジェクトの適格性条件、形成から実施までのプ
ロセスを正確に把握しているか。 

CDM基礎ルール  マラケシュアコード、主要なEB決議、ガイダンスを含
むCDM基礎ルールを把握しているか。あるいは、基礎ル
ールが理解できる情報源を熟知しているか。 

1-1 CCD職員へのキャパシティ・アセスメント

1-2 トレーニング・プログラムの実施

5 6 7 8 9

第１年次 (2010/11) 第２年次 (2011)成果 1:
CCD 職員が気候変動及びCDM事業に係る基礎的な知識及び検

討能力を獲得する。 4 5 6 7 8 910 11 12 1 2 34
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大項目 中項目 内容 

DNAの機能 UNFCCC情報への 
アクセス 

 EB決議、方法論、ツールを含む各種UNFCCC情報の所在、
検索方法を熟知しているか。 

DNAの責任範囲  DNAの責任範囲、果たすべき機能を把握しているか。 

国の政策・制度 CDMプロジェクト承
認プロセス 

 CDMプロジェクトの承認プロセス、承認レターの発行プ
ロセスを把握しているか。 

 適切なPINフォーマットを有しているか。 
 CDMプロジェクトのスクリーニングプロセスを有し、必

要な専門家の参加の下、適切に運用されているか（第一
スクリーニング：PINによる事業の適切性把握、第二ス
クリーニング： CDM事業登録のためのPDDに基づく技
術審査、必要書類の完全性確認）。 

関連法規  環境基準を含む法律の義務事項を理解しているか。 

民間事業者との
連携 

環境アセスメント  発電施設、熱利用施設、プランテーション、廃液処理設
備、コンポスト化施設、リサイクル施設 等、CDM事業
に関係する施設等の整備に係る環境アセスメント手続
きを理解しているか。 

潜在事業発掘  有望分野の状況を把握しているか。潜在事業発掘のノウ
ハウを有しているか。 

ネットワーク  潜在的CDM事業者、CDMローカルコンサルタント等とネ
ットワークを有しているか。 

 

BB..  アアセセススメメンントト手手法法  

CCD 職員のキャパシティ・アセスメントは、以下に示す定量的・定性的評価により、JICA 専門

家チームが実施した。 

B.1 ５段階評価 

CCD 職員による自己評価及び JICA 専門家チームが実施するペーパー・テスト及び面接結果に基

づき、各 CCD 職員について、以下の基準に基づく５段階評価が実施された。 

レベル 5： 日本人専門家なしで優れた業務遂行が可能 

レベル 4： 日本人専門家なしで満足の行く業務遂行が可能 

レベル 3： 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが多少必要 

レベル 2： 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが十分に必要 

レベル 1： 日本人専門家の手助けが十分にあっても、満足の行く業務遂行が困難 

B.2 定性的評価 

上記の５段階評価に加え、研修・トレーニングを通じた強化が必要な知識・能力を具体的に同定

するための定性的評価も、CCD 職員それぞれについて、JICA 専門家チームにより実施された。 
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CC..  アアセセススメメンントト結結果果  

JICA 専門家チームが準備した「自己評価シート」に基づき、各 CCD 職員は、気候変動及び CDM

事業開発・推進に関する知識及び経験に関する質問への回答をそれぞれ行った（詳細結果は、Annex 

1 を参照。）。また、専門家チームは、CCD 職員による自己評価結果を裏付けるために、気候変動及

び CDM に係るペーパーテストを実施し、CCD 職員の知識・能力レベルの検証を実施した（自己評

価のためのアセスメントシートについては、「プロジェクト完了報告書（英語版）」に付属の「Output 

of the Project Activities」にある(1) Capacity Assessment Sheet を参照のこと。)。 

C.1 CCD 職員による自己評価結果 

自己評価は、CCD 職員を含む 10 名のカウンターパート・メンバーに対して実施された。その結

果を以下に簡略化して示す。 

表 2-2: 自己評価結果概要 

自己評価項目 よく理解している 理解している
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

1. 気候変動に関する基礎知識 

1.1. UNFCCC（国連気候変動枠組条約） 

1)      UNFCCC の目的と基本原則 

 UNFCCC の最終目標 6 4 0 0

 基本原則１: 共通だが差異のある責任  3 4 3 0

 基本原則２: 途上国の特別な環境への配慮

（特に気候変動による影響に対して脆弱な国

への配慮） 
2 4 4 0

 基本原則３: 予防原則（気候変動による影響

を最小限に止めるための予防的措置の優先

的実施） 
2 3 5 0

2)      スリランカ国と UNFCCC 

 スリランカ国による UNFCCC への署名・批准

年 8 2 0 0

 UNFCCC に係る付属書Ⅰ国及び非付属書Ⅰ

国の役割 4 4 2 0

 UNFCCC への参加国数 5 2 3 0

1.2. 京都議定書 

1)      市場メカニズム（柔軟性メカニズム） 

 ３つの市場メカニズム 1 6 3 0

 ３つの市場メカニズムの相違点 1 5 4 0

2)      COP 及び COP/MOP による決定事項 

 ナイロビ・フレームワークの内容 0 2 7 1

 マラケシュ・アコードの内容 0 4 5 1

 バリ行動計画の内容 1 1 7 1

 コペンハーゲン・アコードの内容 1 3 6 0

1.3. その他の気候変動に係る国際的動向 
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自己評価項目 よく理解している 理解している
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

 IPCC の役割 2 3 5 0

 IPCC 第 4 次報告書の基礎情報 2 1 7 0

 気候とクリーン開発に係るアジア太平洋パー

トナーシップ（APP）による活動 0 1 8 1

2. CDM に関する基礎知識 

2.1. CDM の基本ルール 

1)      CDM の適格性 

 CDM 事業の適格性  1 5 3 1

 CDM 事業への ODA の活用に係る基準 0 2 7 1

 「追加性」の概念 1 4 4 1

2)      CDM 事業の種類に関するルール 

 [大規模/小規模 CDM 事業の相違] 

 小規模 CDM 事業のクライテリア 1 3 4 2

 小規模 CDM 事業の利点 1 4 4 1

 大規模事業の分割に関する禁止基準 1 0 7 2

[排出削減事業と吸収強化（A/R）事業の相違] 

 吸収強化（A/R）CDM 事業の定義 0 4 6 0

 吸収強化（A/R）CDM 事業の対象となる土地

の適格性 
0 2 7 1

 吸収強化（A/R）CDM 事業の事業期間  0 2 6 2

  tCER 及び lCER の定義 0 1 6 3

[プログラム CDM に関する知識] 

 プログラム CDM の定義 1 4 5 0

 調整管理機関(CME)の役割 1 1 7 1

 プログラム CDM の事業期間 1 0 7 2

 PDD フォームの相違点 1 0 8 1

 プログラム CDM における登録手続きの相違

点 
1 0 8 1

 プログラム CDM における個別 CDM 事業の

条件（方法論と適用技術の同一性に係る基

準） 
1 0 8 1

 CDM 事業のプログラム CDM への誤った適

用に係る規則 
0 1 5 4

2.2. CDM 事業の実施手続き 

1) プロジェクト計画/PDD 作成 

 承認方法論及び方法論ツール 1 2 6 1

 新方法論の提案に関する規則 
1 1 7 1

 PDD の内容 1 4 4 1

 CDM の事前考慮に関する規則・基準 0 4 5 1

 ベンチマーク分析の概念 0 0 8 2

2)      バリデーション 

 バリデーション手続き 1 3 5 1

 バリデーターの情報源 1 3 6 0

 バリデーション費用 0 2 7 1

3)      登録 
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自己評価項目 よく理解している 理解している
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

 完全性チェック 0 2 7 1

 登録申請 0 2 7 1

 レビュー要請 0 2 7 1

4)      ベリフィケーション/CER 発行 

 ベリフィケーション手続き 0 2 7 1

 モニタリング報告  0 2 7 1

 CER 発行に係るレビュー手続き 0 1 8 1

 CER の分配手続き 0 1 8 1

2.3. PDD 作成に係るツール及びガイドライン 

1)      追加性に係るルール 

 「投資分析のアセスメント・ガイドライン」の内

容 
0 1 8 1

 「追加性のアセスメント及び証明に関するツー

ル」の内容 0 1 8 1

 「機械・機器の残余年数の決定方法に関する

ツール」の内容 0 1 7 2

2) 排出削減量の算定方法 

 「系統電源の発電に伴う GHG 排出量の算定

ツール」の内容 1 3 4 2

3.  CDM に係る関係主体の役割 

3.1. CDM 理事会 

 CDM 理事会の役割 1 3 5 1

 CDM 理事会内の専門家パネル及びワーキン

ググループの役割 1 2 6 1

 CDM 理事会と COP/MOP の関わり 1 0 9 0

3.2.  DNA 

 DNA の役割 2 6 2 0

 ホスト国承認レターの内容 2 6 2 0

3.3. 指定運営機関（DOE） 

 指定運営機関(DOE)の役割 1 1 8 0

 バリデーション報告 1 0 8 1

 ベリフィケーション報告 0 1 8 1

 UNFCCC による DOE 評価・審査 0 1 8 1

4.  ホスト国承認プロセス及び CDM に係る国内政策 

4.1. ホスト国承認プロセス 

 スリランカ国のホスト国承認プロセス 3 3 4 0

 ホスト国承認基準（持続可能性基準） 3 4 3 0

 スリランカ国の PIN フォーム 3 5 2 0

4.2. 国家開発政策 

 気候変動に係る国家政策/計画 2 4 4 0

 CDM に係る国家政策/計画 3 4 3 0

4.3. 法規制 

1)      セクター別の法規制 

 エネルギー 0 6 4 0
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自己評価項目 よく理解している 理解している
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

 農業 1 5 4 0

 林業 1 5 4 0

 工業 0 5 5 0

 土地利用 1 3 6 0

 廃棄物管理 2 2 6 0

 環境 1 7 2 0

2)      環境影響評価(EIA) 

 スリランカ国における EIA 基準 1 3 6 0

 スリランカ国における EIA 手続き 1 3 6 0

5.  スリランカ国における CDM 事業の現状 

 スリランカ国における登録済み CDM 事業の

詳細に関する情報 3 3 4 0

 DNA に PIN が提出されている計画の現状に

関する情報 3 4 3 0

 スリランカ国におけるセクター別の CDM 事業

ポテンシャルに関する情報・知識 1 6 3 0

 スリランカ国におけるセクター別の CDM 事業

実施に係る障害・課題に関する情報・知識 1 5 4 0

 スリランカ国におけるポテンシャル CDM 事業

発掘に係る事業主体とのネットワークの構築

状況 
0 4 6 0

6.  CER と登録システム 

6.1.  CERs 

 登録事務費用負担(SOP-Admin) 0 0 4 6

 適用費用負担(SOP-Adaptation) 0 0 4 6

6.2.  登録システム 

 国別登録簿(付属書Ⅰ国のみ) 0 1 6 3

 CDM 登録簿 0 1 7 2

 国際取引ログ(ITL) 0 0 4 6

 その他の登録システム及びカーボン市場
(EU-ETS, etc.) 

0 0 6 4

7.  CDM に係る民間関係主体とのコミュニケーション 

CDM に係る関係主体 
CCD 職員 

CCD 職員以外の 
カウンターパートメンバー 

 ポテンシャル事業実施主体 152 27+ 

 投資家 10 10+ 

 ローカル・コンサルタント 36 5+ 

 バリデーター 1 3+ 

 CER 購入主体 1 3+ 

 

アセスメント結果概要 

上記の自己評価結果から、JICA 専門家チームはカウンターパート・メンバーの CDM に関する現

在の知識レベルと強化が必要な点について、以下のように評価した。 
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表 2-3: カウンターパート・メンバーの CDM に関する知識と弱点 

アセスメント項目 知識レベルと弱点 

1. 気候変動に係る基礎知識  CP メンバーの過半数が UNFCCC、京都議定書とスリ
ランカ国の関わりに係る基礎知識を有している。  

 気候変動問題に係る 新の情報及び科学的知見の収
集・把握能力に欠ける。

2. CDM に係る基礎知識  CDM の基本ルールに関する理解が、CP メンバーの
過半数において不十分。  

 特に小規模 CDM（プログラム CDM を含む）や植林
CDM（A/R CDM)に関する知識・理解に欠ける。  

 PDD の評価に必要な CDM プロジェクトに係る技術
的知識が、極めて限られている。

3. CDM 関係主体の役割と義務  DNA の役割については十分理解されているが、その
他の関係主体（CDM-EB や DOE 等）の役割・義務に
ついては、過半数の理解が不十分。 

4. CDM に関する国家承認手続き
及び CDM に係る国内政策 

 国家承認手続き及び現在の CDM 政策については、
よく理解されているが、関連する事業セクターの政
策に関する知識・理解は限られている。  

5. スリランカにおける CDM 事業
の現状 

 過半数が CDM 事業の国内の現状については、理解
している。

6. CER 及び事業登録システムにつ
いて 

 過半数において理解が不十分  

7. CDM 事業に係る民間セクター
関係主体とのコミュニケーショ
ン 

 CDM 事業提案主体やディベロッパー、コンサルタン
トとのコミュニケーションはあるものの、バリデー
ター（DOE）や CER バイヤーとのコミュニケーショ
ンは極めて限られている。

 

C.2 CDM に関するペーパー・テストの実施 

上記の自己評価に加え、当プロジェクトではカウンターパート・メンバーに対してペーパーテス

トを実施し、メンバーの CDM に係る知識に関する検証を実施した（ペーパーテストの内容につい

ては、「プロジェクト完了報告書（英語版）」に付属の「Output of the Project Activities」にある(2) Paper 

Exams for Capacity Assessment を参照のこと。）。 

テスト結果から、大部分のカウンターパート・メンバーが半分以上の質問に正答していた（平均

正答率 55％、 高は 70％）。しかし、このテストが CDM に関するきわめて基礎的な知識を問うも

のあることを考慮すると、少なくとも 80％以上の正答率が、特に DNA の役割を担っている CCD

には求められると専門家チームは認識している。少なくとも研修・トレーニングの実施を通じて、

このレベルまで CCD メンバーの知識を高めることがまず必要であると専門家チームはこの時点で

認識した。 
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C.3 個別面接 

自己評価及びペーパーテストによるキャパシティ・アセスメントを更に補完するために、専門家

チームはカウンターパート・メンバーそれぞれに対し、以下のような点について個別面接を通じて

状況把握を行った。 

 現在の職務と責任所掌範囲 

 学歴及び職歴 

 現在の職務に係る困難と課題 

 現在の職務及び責任所掌範囲に関連し、強化が必要と感じている知識・能力 

C.4 キャパシティ・アセスメントに係る評価結果 

前述のプロセスを通じたキャパシティ・アセスメントを実施した結果、専門家チームは、現在の

カウンターパート・メンバーの CDM 事業推進に係る知識・能力の現状を、以下のように評価した。 

等級 人数 
等級 5 日本人専門家なしで優れた業務遂行が可能 0 

等級 4 日本人専門家なしで満足の行く業務遂行が可能 0 

等級 3 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが多

少必要 

2 

等級 2 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが十

分に必要 

8 

等級 1 日本人専門家の手助けが十分にあっても、満足の行く

業務遂行が困難 

0 

 

一方、当プロジェクト終了時における達成目標とする知識・能力レベルを、専門家チームは次の

ように設定した。 

等級 人数 
等級 5 日本人専門家なしで優れた業務遂行が可能 2 

等級 4 日本人専門家なしで満足の行く業務遂行が可能 8 

等級 3 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが多

少必要 

0 

等級 2 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが十

分に必要 

0 

等級 1 日本人専門家の手助けが十分にあっても、満足の行く

業務遂行が困難 

0 

 

22..11..22  研研修修・・トトレレーーニニンンググ  

キャパシティ・アセスメントの結果を踏まえて、専門家チームは CDM 事業推進に必要な知識・

能力を強化するために、カウンターパート・メンバー及びその他の関係公共セクターの職員に対し
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て実施する「研修・トレーニング・プログラム」を策定した。「研修・トレーニング・プログラム」

はワークショップ及び 後の「達成度評価テスト」を含む 12 のセッションから構成され、6 月 18

日～8 月 20 日までの約 2 ヵ月間に渡り、以下の表に示すスケジュールで実施された。 

 

表 2-4: 研修・トレーニング・スケジュール 

セッション 日程 テーマ 講師 
セッション 1 6 月 18 日 CDM の成立と背景 河村 愛 

カーボン・クレジット市場 近松 史郎 
セッション 2 6 月 24 日 CDM 事業分類 1 河村 愛 

CDM 事業分類 2 近松 史郎 
セッション 3 7 月 9 日 CDM の制度的枠組 家本 了誌 

ポスト京都の枠組み 家本 了誌 
セッション 4 7 月 23 日 CDM 事業の段階別課題 根岸 博生 
セッション 5 8 月 6 日 スリランカ国におけるエネルギー効率改善の

推進(JICA 省エネ・チーム) 

Prof. Jose R. Moreira 

CDM 事業の段階別課題（復習） 根岸 博生 
PDD の作成 杉本 聡 
CDM 事業における CER 量算定ワークショッ

プ 
杉本 聡 
根岸 博生 
河村 愛 

セッション 6 8 月 20 日 スリランカ国における CDM 事業形成 Dr. Samarappuli 

達成度評価テスト - 

 

研修・トレーニングは、カウンターパート・メンバーおよびその他の公共セクター関係者を含み

平均 30 名の参加のもと実施された。プログラムの 後に実施した「達成度評価テスト」では、大部

分の参加者が 80％以上の正答率を達成し、CCD のカウンターパート・メンバーが 高点を記録し、

一定の成果を得ることができた。トレーニングの終了時には、専門家チームより「研修受講証明書」

が各参加者に授与された。研修・トレーニングに使用した資料は、「プロジェクト完了報告書（英語

版）」に付属の「Output of the Project Activities」の(3) Training Programme Material にあるほか、CCD

のホームページからもダウンロード可能である。 
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講義を聴く参加者 (1) 講義を聴く参加者(2) 

根岸専門家による講義 休憩中の参加者の歓談 

 

22..11..33  CCDDMM及及びびカカーーボボンン・・フファァイイナナンンススにに関関すするるセセミミナナーー  

8 月 26 日及び 27 日の両日、専門家チームと CCD は共同で、CDM に関係する民間セクターの参

加による「CDM 及びカーボン・ファイナンスに関するセミナー」を開催した。8 月 26 日の初日に

は、専門家チームが実施した研修・トレーニング・プログラムを凝縮した内容でのセミナーを実施

し、2 日目の 8 月 27 日には個別の CDM 事業提案に対するコンサルテーションを実施した。2 日目

の個別CDM事業提案へのコンサルテーションに対しては、民間企業による予約が1日目に殺到し、

一部については別途 CCD においてコンサルテーションを実施することとなった。このことは、CDM

事業に対する民間セクターの高い関心を反映するものと言うことができる。当プロジェクトでは、

このコンサルテーションに参加した民間企業のいくつかとは現在もコミュニケーションをとり、

CDM 事業化支援を行っている。 

表 2-5: CDM 事業提案に対するコンサルテーション・スケジュール実施内容(2010 年 8 月 27 日) 

時間 Consultation Desk A Consultation Desk B 
09:00-09:30 Rodzali Bin Abd Rahman 

Ansell Asia Servised Sdn Bhd 
Ajith Tennakoon 
Sewalanka Foundation 

09:45-10:15 Shehani Gomez 
MAS Holding Pvt. Ltd. 

Leel Wickremarachchi 
Alternate Power System Pvt.Ltd. 

10:30-11:00 Group Caption Nalin De Silva 
Human and Community Development 

Nelson Nagasinghe 
Faxing Lanka Bioenergy Pvt. Ltd. 
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時間 Consultation Desk A Consultation Desk B 
Youth Organization 

11:15-11:45 L.W.D.Ranjan De Mel 
Planter 

Gihan Sellahannadi 
Elgin Hydro Power Pvt.Ltd. 

12:00-13:00 Lunch Break 
13:00-13:30 Dialni 

Vallibel Lanka Pvt.Ltd. 
R.S.A.Silva 
Silvermill Coco Ventures Pvt.Ltd. 

13:45-14:15 Nishantha Jayasooriya 
National Development Bank 

A.M.S.Kulasekera 
Lankem Tea & Rubber Plantations Ltd. 

14:30-15:00 W.A.J.Anurangi 
Nature Solutions Pvt.Ltd. 

Mafaz Ansar & Lahiru Boralugoda 
Vidulanka PLC 

15:15-15:45 Michael Jayawardana 
Carbon Management Consulting 

Haresh Karunanayake 
United Dendro Energy Pvt.Ltd. 

16:00:16:30 Pradeep Ginige 
Sky management Systems 

Rohith Pradeep 
Esna Power Pvt.Ltd. 

16:45-17:15 Chandana Matipe 
Bamboo Cultivation Cultural Heritage 

Maura Kasun Bogoda 
Sri Lanka Land Reclamation Corp. 

17:30-18:00 N.M.Abdul Gaffar 
Bogo Power (Pvt.) Ltd. 

Anil Weerasooriya 
Unilever Sri Lanka 

 

22..11..44  第第22次次キキャャパパシシテティィ・・アアセセススメメンントト  

第 2 次キャパシティ・アセスメントは、当プロジェクトによるキャパシティ・ディベロップメン

トの進捗状況を評価することを目的として、2011 年の 5 月～6 月にかけ実施された。このアセスメ

ントは、第 1 次アセスメントにおいて実施したアセスメント表と同じものを活用し実施するととも

に、第 1 次の際に実施した「小テスト」についても、一部の情報を更新して、再度実施し、正答率

について評価を行った。 

AA..  第第22次次アアセセススメメンントトのの結結果果  

第 2 次アセスメントの結果をみると、気候変動及び CDM に係る知識及び CDM 事業推進に係る

活動において、重要な改善が見られた。以下の表は、第 1 次と第 2 次のアセスメント結果を比較し

た表である。 

表 2-6: 第 1 次及び第 2 次アセスメントの結果比較表 

自己評価項目 よく理解している 理解している 
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

1. 気候変動に関する基礎知識 

1.1. UNFCCC（国連気候変動枠組条約） 

1) UNFCCC の目的と基本原則 

 UNFCCC の最終目標 1st
6 4 0 0

2nd
8 2 0 0

 基本原則１: 共通だが差異のある責任 1st
3 4 3 0

2nd 7 2 1 0

 基本原則２: 途上国の特別な環境への配慮（特 1st

2 4 4 0
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自己評価項目 よく理解している 理解している 
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

に気候変動による影響に対して脆弱な国への配

慮） 

2nd

7 2 1 0

 基本原則３: 予防原則（気候変動による影響を最

小限に止めるための予防的措置の優先的実施） 

1st
2 3 5 0

2nd
6 3 1 0

2) スリランカ国と UNFCCC 

 スリランカ国による UNFCCC への署名・批准年 1st 8 2 0 0
2nd

8 2 0 0

 UNFCCC に係る付属書Ⅰ国及び非付属書Ⅰ国

の役割 

1st
4 4 2 0

2nd
7 3 0 0

 UNFCCC への参加国数 1st
5 2 3 0

2nd
6 3 1 0

1.2. 京都議定書 

1) 市場メカニズム（柔軟性メカニズム） 

 ３つの市場メカニズム 1st
1 6 3 0

2nd
6 3 1 0

 ３つの市場メカニズムの相違点 1st
1 5 4 0

2nd
5 3 2 0

2) COP 及び COP/MOP による決定事項 

 ナイロビ・フレームワークの内容 1st
0 2 7 1

2nd
0 4 5 1

 マラケシュ・アコードの内容 1st
0 4 5 1

2nd
2 6 2 0

 バリ行動計画の内容 1st
1 1 7 1

2nd
2 5 3 0

 コペンハーゲン・アコードの内容 1st
1 3 6 0

2nd
5 3 2 0

1.3. その他の気候変動に係る国際的動向 

 IPCC の役割 1st
2 3 5 0

2nd
5 2 3 0

 IPCC 第 4 次報告書の基礎情報 1st
2 1 7 0

2nd
3 4 3 0

 気候とクリーン開発に係るアジア太平洋パートナ

ーシップ（APP）による活動 

1st
0 1 8 1

2nd
0 2 7 1

2. CDM に関する基礎知識 

2.1. CDM の基本ルール 

1) CDM の適格性 

 CDM 事業の適格性 1st
1 5 3 1

2nd
5 3 2 0

 CDM 事業への ODA の活用に係る基準 1st
0 2 7 1

2nd
3 3 3 1

 「追加性」の概念 1st
1 4 4 1

2nd
4 3 2 1

2) CDM 事業の種類に関するルール 

 [大規模/小規模 CDM 事業の相違] 
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自己評価項目 よく理解している 理解している 
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

 小規模 CDM 事業のクライテリア 1st
1 3 4 2

2nd
3 5 1 1

 小規模 CDM 事業の利点 1st
1 4 4 1

2nd
3 3 3 1

 大規模事業の分割に関する禁止基準 1st
1 0 7 2

2nd
1 2 5 2

[排出削減事業と吸収強化（A/R）事業の相違] 

 吸収強化（A/R）CDM 事業の定義 1st
0 4 6 0

2nd
4 5 1 0

 吸収強化（A/R）CDM 事業の対象となる土地の適

格性 

1st
0 2 7 1

2nd
5 4 1 0

 吸収強化（A/R）CDM 事業の事業期間 1st
0 2 6 2

2nd
2 3 4 1

 tCER 及び lCER の定義 1st
0 1 6 3

2nd
1 6 2 1

[プログラム CDM に関する知識] 

 プログラム CDM の定義 1st
1 4 5 0

2nd
4 4 2 0

 調整管理機関(CME)の役割 1st
1 1 7 1

2nd
3 5 2 0

 プログラム CDM の事業期間 1st
1 0 7 2

2nd
2 6 1 1

 PDD フォームの相違点 1st
1 0 8 1

2nd
3 4 2 1

 プログラム CDM における登録手続きの相違点 1st
1 0 8 1

2nd
3 4 2 1

 プログラム CDM における個別 CDM 事業の条件

（方法論と適用技術の同一性に係る基準） 

1st
1 0 8 1

2nd
3 6 0 1

 CDM 事業のプログラム CDM への誤った適用に

係る規則 

1st
0 1 5 4

2nd
1 5 2 2

2.2. CDM 事業の実施手続き 

1) プロジェクト計画/PDD 作成 

 承認方法論及び方法論ツール 1st
1 2 6 1

2nd
2 5 3 0

 新方法論の提案に関する規則 1st 1 1 7 1
2nd

3 4 3 0

 PDD の内容 1st
1 4 4 1

2nd
5 3 2 0

 CDM の事前考慮に関する規則・基準 1st
0 4 5 1

2nd
3 4 3 0

 ベンチマーク分析の概念 1st
0 0 8 2

2nd
5 4 1 0

2) バリデーション 

 バリデーション手続き 1st
1 3 5 1
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自己評価項目 よく理解している 理解している 
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

2nd
3 6 1 0

 バリデーターの情報源 1st
1 3 6 0

2nd
5 4 1 0

 バリデーション費用 1st
0 2 7 1

2nd
5 3 2 0

3) 登録 

 完全性チェック 1st
0 2 7 1

2nd
1 5 4 0

 登録申請 1st
0 2 7 1

2nd
2 6 2 0

 レビュー要請 1st
0 2 7 1

2nd
2 7 1 0

4) ベリフィケーション/CER 発行 

 ベリフィケーション手続き 1st
0 2 7 1

2nd
1 7 2 0

 モニタリング報告 1st
0 2 7 1

2nd
1 6 3 0

 CER 発行に係るレビュー手続き 1st
0 1 8 1

2nd
1 6 3 0

 CER の分配手続き 1st
0 1 8 1

2nd
1 6 2 1

2.3. PDD 作成に係るツール及びガイドライン 

1) 追加性に係るルール 

 「投資分析のアセスメント・ガイドライン」の内容 1st
0 1 8 1

2nd
1 6 3 0

 「追加性のアセスメント及び証明に関するツール」

の内容 

1st

0 1 8 1

2nd
2 6 2 0

 「機械・機器の残余年数の決定方法に関するツー

ル」の内容 

1st
0 1 7 2

2nd
0 3 5 2

2) 排出削減量の算定方法 

 「系統電源の発電に伴う GHG 排出量の算定ツー

ル」の内容 

1st
1 3 4 2

2nd
2 6 2 0

3. CDM に係る関係主体の役割 

3.1. CDM 理事会 

 CDM 理事会の役割 1st
1 3 5 1

2nd
3 6 1 0

 CDM 理事会内の専門家パネル及びワーキング

グループの役割 

1st
1 2 6 1

2nd
3 5 2 0

 CDM 理事会と COP/MOP の関わり 1st
1 0 9 0

2nd
2 4 4 0

3.2.  DNA 

 DNA の役割 1st
2 6 2 0

2nd
8 2 0 0
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自己評価項目 よく理解している 理解している 
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

 ホスト国承認レターの内容 1st
2 6 2 0

2nd
7 2 1 0

3.3. 指定運営機関（DOE） 

 指定運営機関(DOE)の役割 1st
1 1 8 0

2nd
2 6 2 0

 バリデーション報告 1st
1 0 8 1

2nd
2 5 3 0

 ベリフィケーション報告 1st
0 1 8 1

2nd
2 6 2 0

 UNFCCC による DOE 評価・審査 1st
0 1 8 1

2nd
1 5 4 0

4. ホスト国承認プロセス及び CDM に係る国内政策 

4.1. ホスト国承認プロセス 

 スリランカ国のホスト国承認プロセス 1st
3 3 4 0

2nd
7 3 0 0

 ホスト国承認基準（持続可能性基準） 1st
3 4 3 0

2nd
6 4 0 0

 スリランカ国の PIN フォーム 1st
3 5 2 0

2nd
7 3 0 0

4.2. 国家開発政策 

 気候変動に係る国家政策/計画 1st
2 4 4 0

2nd
5 4 1 0

 CDM に係る国家政策/計画 1st
3 4 3 0

2nd
6 3 1 0

4.3. 法規制 

1) セクター別の法規制 

 エネルギー 1st
0 6 4 0

2nd
3 5 2 0

 農業 1st
1 5 4 0

2nd
2 6 2 0

 林業 1st
1 5 4 0

2nd
5 3 2 0

 工業 1st
0 5 5 0

2nd
2 4 4 0

 土地利用 1st
1 3 6 0

2nd
2 2 8 0

 廃棄物管理 1st
2 2 6 0

2nd
5 3 2 0

 環境 1st
1 7 2 0

2nd
6 3 1 0

2) 環境影響評価(EIA) 

 スリランカ国における EIA 基準 1st 1 3 6 0
2nd

7 3 0 0
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自己評価項目 よく理解している 理解している 
あまり 

理解していない 
理解 

していない 

 スリランカ国における EIA 手続き 1st
1 3 6 0

2nd
6 3 1 0

5. スリランカ国における CDM 事業の現状 

 スリランカ国における登録済み CDM 事業の詳細

に関する情報 

1st
3 3 4 0

2nd
6 3 1 0

 DNA に PIN が提出されている計画の現状に関す

る情報 

1st
3 4 3 0

2nd
4 5 1 0

 スリランカ国におけるセクター別のCDM事業ポテ

ンシャルに関する情報・知識 

1st
1 6 3 0

2nd
3 5 2 0

 スリランカ国におけるセクター別の CDM 事業実

施に係る障害・課題に関する情報・知識 

1st
1 5 4 0

2nd
3 5 2 0

 スリランカ国におけるポテンシャル CDM 事業発

掘に係る事業主体とのネットワークの構築状況 

1st
0 4 6 0

2nd
2 6 2 0

6. CER と登録システム 

6.1. CERs 

 登録事務費用負担(SOP-Admin) 1st
0 0 4 6

2nd
0 8 2 0

 適用費用負担(SOP-Adaptation) 1st
0 0 4 6

2nd
0 7 3 0

6.2. 登録システム 

 国別登録簿(付属書Ⅰ国のみ) 1st
0 1 6 3

2nd
0 2 6 2

 CDM 登録簿 1st
0 1 7 2

2nd
0 1 7 2

 国際取引ログ(ITL) 1st
0 0 4 6

2nd
0 1 4 5

 その他の登録システム及びカーボン市場
(EU-ETS, etc.) 

1st
0 0 6 4

2nd
0 2 7 1

 

アセスメント結果概要 

上記の第 2 次アセスメント結果から、JICA 専門家チームはカウンターパート・メンバーの CDM

に関する現在の知識レベルと強化が必要な点について、以下のように評価した。 

表 2-7: カウンターパート・メンバーの CDM に関する知識と弱点 

アセスメント項目 知識レベルと弱点 

1. 気候変動に係る基礎知識  全ての CP メンバーが気候変動に関して一定の知識
が定着した。 

 気候変動枠組み条約の内容及び国際社会における気
候変動を巡る議論に関する理解が一部のメンバーに
おいて弱い。

2. CDM に係る基礎知識  CDM の基本ルールに関する理解が、CP メンバーの
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アセスメント項目 知識レベルと弱点 

間で大きく改善された。 
 小規模 CDM（プログラム CDM を含む）や植林 CDM

（A/R CDM)及びプログラム CDM に関する知識・理
解は深まったがまだ十分に定着していない。 

 CDM プロジェクト文書に係る技術的知識は増進し
たものの、更なる強化が必要である。 

3. CDM 関係主体の役割と義務  CDM に関わる重要な主体（CDM 理事会や DOE 等）
の役割については、大部分の CP メンバーについてよ
く理解されるようになった。

4. CDM に関する国家承認手続き
及び CDM に係る国内政策 

 関連する事業セクターの政策に関する知識・理解は
改善されたものの、更なる強化が必要である。 

5. スリランカにおける CDM 事業
の現状 

 大部分の CP メンバーにおいて十分に認識されてい
る。

6. CER 及び事業登録システムにつ
いて 

 知識において改善は見られるが、さらなる増強が必
要。

7. CDM 事業に係る民間セクター
関係主体とのコンタクト 

 CDM 事業提案主体やディベロッパー、コンサルタン
トとの接触回数は、大きく増大した。  

A.1 CDM に関するペーパー・テストの実施 

上記の第 2 次自己評価に加え、当プロジェクトでは第 1 次と同様に、カウンターパート・メンバ

ーに対してペーパーテストを実施し、メンバーの CDM に係る知識に関する検証を実施した。テス

ト結果から、大部分のカウンターパート・メンバーが 80％以上の正答率となっており、この点では

知識の定着が進んだものと評価することができる。 

A.2 キャパシティ・アセスメントに係る評価結果 

前述のプロセスを通じたキャパシティ・アセスメントを実施した結果、専門家チームは、第 2 次

アセスメント時におけるカウンターパート・メンバーの CDM 事業推進に係る知識・能力の現状を、

以下のように評価した。 

等級 人数 
等級 5 日本人専門家なしで優れた業務遂行が可能 0 

等級 4 日本人専門家なしで満足の行く業務遂行が可能 2 

等級 3 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが多

少必要 

5 

等級 2 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが十

分に必要 

3 

等級 1 日本人専門家の手助けが十分にあっても、満足の行く

業務遂行が困難 

0 

 

22..11..55  第第22次次トトレレーーニニンンググ・・ププロロググララムム  

CPメンバーによるCDMに係る基礎知識の獲得状況及び第1次トレーニングへの参加者からの要

望を踏まえ、第 2 次トレーニング・プログラムは、具体的な CDM 事業の計画手法に焦点を当てて
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実施された。第 2 次トレーニング・プログラムは 後の「達成度評価テスト」を含めて 14 の講義か

ら構成され、2011 年 5 月 13 日から 7 月 15 日の期間に渡り実施された。トレーニングのスケジュー

ルは以下の表に示す通りである。 

表 2-8: 第 2 次トレーニング･プログラムの概要 

セッション 日程 テーマ 講師 
第 1 回 5 月 13 日 オリエンテーション 河村 愛 

再生可能エネルギーCDM 事業 河村 愛 
廃棄物管理/処理 CDM 事業 杉本 聡 

第 2 回 5 月 20 日 植林/再植林 CDM 事業 近松 史郎 
燃料転換/省エネルギー/需要管理 CDM 事業 根岸 博生 

第 3 回 7 月 8 日 復習セッション 
 再生可能エネルギー 
 廃棄物管理/処理 
 省エネルギー/省エネルギー 
 植林/再植林 

河村 愛 
杉本 聡 
根岸 博生 
近松 史郎 

COP 16/CMP 6 の結果 家本 了誌 
第 4 回 7 月 15 日 達成度評価テスト - 

カーボン市場の動向 根岸 博生 
他国における気候変動緩和政策・対策 杉本 聡 

 

研修・トレーニングは、カウンターパート・メンバーおよびその他の公共セクター関係者を含み

平均 30 名の参加のもと実施された。プログラムの 後に実施した「達成度評価テスト」では、大部

分の参加者が 80％以上の正答率を達成し、CP メンバーの一人は誤答が 1 問のみという高い達成度

を示した。トレーニングの終了時には、第 1 次トレーニング･プログラム時と同様に、専門家チーム

より「研修受講証明書」が各参加者に授与された。 

22..11..66  「「ポポスストト京京都都にに向向けけたたススリリラランンカカ国国ににおおけけるる気気候候変変動動緩緩和和にに係係るるビビジジネネスス機機会会」」にに

係係るるセセミミナナーー  

2011 年 8 月 21 日、JICA 専門家チームと CCD の協働により、「ポスト京都に向けたスリランカ国に

おける気候変動緩和に係るビジネス機会に係るセミナー」が CDM の事業主体となる可能性のある

民間セクターから約 80 名の参加のもと実施された。セミナーの内容を以下に示す。 

表 2-9: セミナー･プログラム 

プログラム 講師 
セッション 1: スリランカにおける CDM 事業のポテンシャル分野とプロジェクト形成手法 
 再生可能エネルギー事業 河村 愛 
 廃棄物管理/処理事業 杉本 聡 
 燃料転換/省エネルギー/需要管理事業 根岸 博生 
 植林/再植林事業 近松 史郎 
セッション 2: ポスト京都に向けた気候変動緩和の枠組み 
 ポスト京都におけた国際交渉の動向 家本 了誌 
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 カーボン・マーケットの動向 根岸 博生 
 気候変動緩和に向けた新たな政策措置の動向 杉本 聡 
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22..22  成成果果 22 にに係係るる活活動動::  CCDDMM 事事業業推推進進にに係係るる国国家家政政策策・・戦戦略略・・行行動動計計画画のの策策定定  

成果 2 に係る活動は、大きく次の 3 つの項目から構成されている。 

 国家 CDM 政策、戦略、行動計画のレビュー、改定 

 SLCF 事業戦略のレビュー・改定及び SLCF 事業経営計画の策定 

 国家 CDM ポートフォリオのレビュー・修正 

成果 2 に係る活動の実施スケジュールは、以下の表に示すとおりである。 

表 2-10: 成果 2 に係る活動の実施スケジュール 

 

22..22..11  国国家家CCDDMM政政策策、、戦戦略略及及びび行行動動計計画画  

国家 CDM 政策のレビュー・修正は、以下に示す手順に従って実施された。 

AA..  JJIICCAA専専門門家家チチーームムにによよるる国国家家CCDDMM政政策策((案案))ののレレビビュューー・・修修正正  

まず 初に、JICA 専門家チームによる既存の国家 CDM 政策(案)のレビューが行われ、それに基

づく修正案が、カウンターパート及び合同調整委員会（JCC）との協議を目的として作成された。

専門家チームによる主要なレビュー・修正は、以下の点を中心に実施された。 

 気候変動事務局(CCS)とスリランカ・カーボン・ファンド（SLCF）の明確な役割分担 

 SLCF 事業運営の資金調達と資金源 

 CER 収入の取り扱い 

国家 CDM 政策修正案は、まずカウンターパートの週例会議において協議され、その後 2 度に渡

り、合同調整委員会（JCC）で協議された。 

専門家チームにより提案された国家 CDM 政策修正案を、以下の表に原案との比較において示す。 

2-1 CDMに係る国家政策、戦略、行動計画のレビュー、改定

2-2 SLCF事業戦略のレビュー・修正と事業経営計画の策定

2-3 国家CDMポートフォリオのレビュー

2-4
現在計段階にあるCDM事業の実施面での障害・課題の抽

出

2-5 国家CDMポートフォリオの修正・更新

第1年次 (2010/11) 第2年次 (2011)成果2:
CDMに係る国家政策、戦略、行動計画が策定・更新される 4 5 6 7 8 910 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9
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表 2-11: 国家 CDM 政策原案と修正案の比較表 

原案 修正案 

前文 前文 
(段落 3) 
国家 CDM 政策は、スリランカ国の「持続可能な

開発に係る国家戦略」及び「国家貧困緩和戦略」

と調和し、かつそれを補完するものとして実施さ

れる。国家 CDM 政策は、持続可能な開発を妨げ

ることなく、かつ現在及び将来世代の開発機会を

保証する範囲の中で、CER（カーボン・クレジッ

ト）の取引を推進するための政策手段として位置

づけられる。 
 
(段落 4)  
スリランカは、年間一人当たり排出量が 0.6 トン/
年と低い、非附属書Ⅰ国の一つであるが、スリラ

ンカ政府は、気候変動に優しい開発活動を推進す

ることを目的とし、それを通じて UNFCCC の

終目的の達成に貢献する。 
 
 
(段落 6) 
CDM 事業による収益の少なくとも一定の割合は

スリランカ国民とシェアされることを期待する。 

(段落 3) 
国家 CDM 政策は、スリランカ国の「持続可能な

開発に係る国家戦略」及び「国家貧困緩和戦略」

と調和し、かつそれを補完するものとして実施さ

れる。国家 CDM 政策は、持続可能な開発を妨げ

ることなく、かつ現在及び将来世代の開発機会を

保証する範囲の中で、CDM 事業開発を推進する

ための政策手段として位置づけられる。 
 
 
(段落 4)  
スリランカは、年間一人当たり温室効果ガス

(GHG)排出量が CO2換算で 0.6 トン/年と低い、非

附属書Ⅰ国の一つであるが、スリランカ政府は、

気候変動に優しい開発活動を推進することを目

的とし、それを通じて国連気候変動枠組条約

(UNFCCC)の 終目的の達成に貢献する。 
 
(段落 6) 
削除 
 
 
 
 

政策原則 政策原則 
1. 全ての CDM 事業は｢National Sustainable 

Development Policy｣及び「国家環境政策」と整

合するものでなければならない。 
2. CDM 事業は、貧困の緩和や雇用創出に貢献す

る要素を有するものであることが奨励される。 
3. CDM 事業への参加は、関連するセクターの政

策に従って実施されるものとする。 
4. CDM 事業は、スリランカ国政府を通じて実施

される、国民の社会経済的発展に係る権利と期

待を十分に認識し、それに従って実施される温

室効果ガス排出削減に関する活動である。 
5. CDM 事業では、公民及び社会的な参加・協力

が奨励される。 

修正なし 

政策声明 政策声明 
1. 制度的メカニズム 1. 制度的メカニズム 
1.1 CDM 事業は、それがもたらす経済・社会・

環境面での便益及び地元のニーズや開発優

先順位に対する評価も含み、透明なプロセス

を通じて実施される。 
 
1.2 「気候変動に関する国家諮問委員会」がCDM

事業の評価プロセスについて、定期的に諮問

1.1 修正なし 
 
 

 

1.2 修正なし 
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原案 修正案 

を行う。 
 
1.3 CDM 事業のホスト国承認は、DNA である気

候変動事務局（CCS）が実施する。 
 
 
 
 
 
1.4  スリランカ・カーボン・ファンドはカーボン

取引におけるスリランカのシェアを改善す

るために積極的な役割を担うこととする。 

 
 

1.3 修正なし 
 

1.4 CCS は、スリランカにおける CDM 事業形成

に係る意識啓発・能力構築に積極的な役割を

果たすこととする。(追加) 
 

1.5 スリランカ・カーボン・ファンドは資金面・

技術面での支援をCDM事業に対して実施す

ることを通じて、スリランカの持続可能な発

展に資する CDM 事業の推進に積極的な役割

を担うこととする。 
2. 法的メカニズム 2. 法的メカニズム 
2.1 全ての CDM 事業は、「国家環境法」及びその

他のスリランカにおける関連法規制を順守

し、実施される。 

修正なし 

3. 資金メカニズム 3. 資金メカニズム 
3.1 CER に基づくプロジェクト・ファイナンス

が持続可能な産業発展のために推進される

こととする。  
 
 
3.2 持続可能な発展の基準を十分に充たしてい

ない CDM 事業は、CER 収入の一部を SLCF
とシェアすることとする。  

3.3 SLCF は、CDM 事業を通じて得られる収入を

基金として活用し、新たな CDM 事業の推進

に活用することとする。 
 
3.4 全ての国の機関は、SLCF による支援を受け

て、CDM 事業化得られる資金を通じて、排

出削減の可能性を検討する。 
 
3.5 カーボンの吸収源は REDD イニシャティブ

及び植林/再植林 CDM から得られる資金を

通じて積極的に推進されるものとする。 
 
 
 
3.6 CDM の便益は、スリランカ市民あるいは地

元との協力に基づき設立されたスリランカ

法人によってのみ取得できるものとする。そ

の他の主体が CDM 事業により CDM の便益

を得る場合には、その資金面での便益は、

DNA の決定に基づき、SLCF と分配されるも

のとする。 
 
3.7 CDM 事業による収益の 1％は、GHG の低排

出技術及びカーボン吸収源の強化、さらには

3.1 SLCF は、スリランカにおける持続可能な産

業の発展を目的として、CER に基づくプロ

ジェクト・ファイナンスを推進することとす

る。 
  
(削除) 
 
 
 
3.2  修正なし 
 
 
 
3.3 修正なし 
 
 
 
3.4 カーボンの吸収源はスリランカにおける生

物多様性の保全に従って、REDD イニシャテ

ィブ及び植林/再植林 CDM を推進する国際

的な資金メカニズムを通じて積極的に推進

されるものとする。  
  
 (削除) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 CDM 事業による収益の 1％は、スリランカに
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原案 修正案 

将来のCDMプロジェクトに対する資金支援

を行う「Revolving Fund」に拠出されること

とし、この基金は SLCF によって管理される

こととする。 

おける CDM 事業推進のための資金として

CCS に拠出されることとする。 
 
 
 
3.6 SLCF は GHG の低排出技術及び吸収源の強

化、さらには将来の CDM 事業に対する資金

支援を行うための基金を管理することとす

る。(追加) 
 
3.7 SLCF の当初資金は、環境省及びその他の公

共・民間の金融機関から調達されるものとす

る。(追加) 
 
3.8 SLCF が実施する投資やサービスによる収益

は、「Revolving Fund」として SLCF によって

管理され、低排出技術及び吸収源の強化、さ

らには将来のCDM事業の推進及びそれらに

対する資金支援のために活用されることと

する。(追加) 
4. 技術的課題 4. 技術的側面 
4.1 新規の実証された許容可能な技術で環境面

からも妥当なものについては、その国内にお

ける普及を奨励する。 
 
4.2 CDM への民間及び社会的参加は、SLCF 及び

CCS によって積極的に推進されるものとす

る。 
4.3 ２つの国家 CDM センターは、スリランカに

おける CDM 事業形成能力を改善するため

に、CCS 及び SLCF に対して、技術面での支

援を行う上で建設的な役割を担うこととす

る。 

4.1 修正なし 
 
 
 
4.2 CDM への民間及び社会的参加は、SLCF 及び

CCS 及び SLCF によって積極的に推進され

るものとする。 
4.3 修正なし 

 

BB..  国国家家気気候候変変動動政政策策ととのの調調整整にに基基づづくく国国家家CCDDMM政政策策のの修修正正  

2010 年 8 月 25 日に開催された「国家 CDM 政策協議のための特別合同調整委員会」において、「国

家 CDM 政策修正案」は省庁間連絡会議において承認に向けたレビュー・協議を行い、「関係主体に

よるワークショップ」において、社会的合意形成を得ることが決定された。 

 しかしその後、上記の合同調整委員会で委員長を務めた環境・天然資源省副次官が交代し、新た

な副次官より、現在作成中の国家気候変動政策との間で内容の整合性及び調整を行い、修正する必

要性が指摘された。また、副次官からは現在の国家 CDM 政策における政策声明がこの種の声明に

はなじまない詳細な内容を含んでおり、政策内容について人々を混乱させる可能性があることも指

摘された。 
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この点について、新たな副次官及びカウンターパートと協議を行った結果、専門家チームは、現

在の「国家 CDM 政策修正案」を新たに見直すことを決定し、CDM 国家戦略あるいは行動計画にお

いて論じられるべきであると判断される内容を政策声明から除外するとともに、すでに草案が作成

されていた「国家気候変動政策」との内容調整についても何度かのカウンターパート会議を通じて

実施した。 

さらに、上記の修正を踏まえて実施した「第 4 回合同調整委員会」では、2013 年以降の CDM の

行方が不明確な現段階においては、「国家 CDM 政策」はあくまで 2012 年末までの「時限政策」と

して策定されるべきものであるという提案が環境省次官よりなされ、同様に CDM 戦略及び行動計

画についても同様のステータスとすべきであるとの意見が出された。これらの議論を踏まえ、合同

調整員会は、国家 CDM 政策を環境省の「時限政策」として位置づけ、CDM 戦略及び行動計画につ

いては、当プロジェクトによるリコメンデーションとして、「CDM ガイドブック」に反映させるべ

きであるとの結論に達し、合意した。国家 CDM 政策及び CDM ガイドブックについては、当プロ

ジェクトの成果品として提出している。 

 

22..22..22  ススリリラランンカカ・・カカーーボボンン・・フファァンンドド（（SSLLCCFF））事事業業戦戦略略及及びび事事業業運運営営計計画画のの策策定定  

スリランカ・カーボン・ファンド（SLCF）の事業戦略及び事業運営計画は、以下のプロセスを通

じてそのレビュー及び策定が実施された。 

AA..  SSLLCCFFのの現現状状とと事事業業戦戦略略文文書書  

JICA 専門家チームと現地専門家チームは、カウンターパートとともに、まず 初に SLCF 設立の

現状を確認し、その後 SLCF の事業戦略文書である「SLCF 事業戦略(2008 年)」のレビューを行った。  

A.1 SLCF 設立の現状 

SLCF は形式的には、2007 年の会社法第 7 号に基づき、公民共同企業として設立されている。企

業組織としては、SLCF は政府が資本の過半数に相当する 51％を所有するいわゆる半官半民の企業

であり、残り 49％の資本を民間セクターより調達することが規定されている。SLCF の設置に係る

政策決定は、2008 年 2 月 5 日の内閣承認により既に行われている。内閣はさらに SLCF の当初資金

として 1 億ルピーを政府予算より拠出することについても承認している。SLCF の会社定款で規定

されている SLCF の設置目的は以下の通りである。 

SLCF の目的 

(a) CDM 事業主体に対して、プロジェクト文書の作成に必要な技術・資金支援を行う。 

(b) CDM（CER）売買交渉を推進する。 
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(c) 小規模 CDM 事業のバンドリングを推進する。 

(d) CDM 事業への市中銀行からの資金調達を推進する。 

(e) CDM 事業に対して投資資金を出資する。 

(f) 炭素クレジットの売買を通じて炭素取引（カーボン・トレーディング）に参入する。 

SLCF の会社定款では、取締役会について 7 名以下の取締役から構成されるものとし、その役員

を次のように規定している。 

(a) 環境問題を担当する省の次官あるいは当該次官が任命するもの 

(b) 財務省次官あるいは当該次官が任命するもの 

(c) 中央環境庁（CEA: Central Environment Authority）の長官あるいは当該長官が任命するもの 

(d) SLCF が取り扱う事業分野に関する専門家(1 名) 

(e) 民間セクターの株主より 3 名 

現在、公的機関より 4 名の取締役が上記の規定に基づき任命されているが、MENR 次官及び CEA

長官の交代に伴い、新たな取締役の任命が現在必要となっている。 

BB..  SSLLCCFF事事業業戦戦略略文文書書ののレレビビュューー  

2008 年、SLCF は「Ernst & Young」というコンサルタントに対し、SLCF 事業戦略の策定を委託、

その作成が行われた。JICA 専門家チームは、現地専門家チーム及びカウンターパートとともに、こ

の事業戦略文書のレビューを行った。以下に当文書の概要を示す。 

a SLCF が CDM 事業形成に向けて解決しなければならない課題 

SLCF 事業戦略文書は、スリランカ国において CDM 事業及びカーボン市場の形成推進を図ってい

く上で解決しなければならない課題として、以下の点を掲げている。 

 表 2-12: スリランカ国における CDM 事業及びカーボン市場形成に向けた課題 

 CDM に係る意識不足 - CDM 事業として認定される可能性のある事業のいく

つかが、これについて考慮されることなく既に進めら

れており、公共・民間セクターともに CDM に関する

知識及び意識形成を進める必要がある。 
 専門家の不足 
 

- プロジェクト発掘・形成及びプロジェクト文書作成に

関して専門的知識を有する人材が特に不足している。 
 情報の不足 - 特にCDM事業形成に必要な情報が公共ドメインの中

にほとんど存在しない（例えば「系統電源からの発電

に伴う GHG 排出係数等」） 
 技術情報の不足 - 排熱回収利用、再生可能エネルギー、省エネルギー等

のCDM事業に関わりのある技術に関する情報が十分

に提供されていない。 
 政府による支援の不足 - 政府によるCDM事業推進及びそのための調整業務が
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安定的に実施されておらず、政府省庁間、中央・地方

政府間、あるいは関係民間企業等との情報交換・調整

が不十分である。  
 非効率的なバリデーショ

ン 

- 大部分の CDM 事業主体が事業形成段階で、コンサル

タントによる支援が行われておらず、バリデーション

に事業主体のみで対応しなければならないケースが

多くみられる。 
 CER 売買に関するマーケティング能力の不足 
 小規模 CDM 事業のバンドリングに必要な知識・能力の不足 
 CDM 事業への銀行/金融機関の関与の不足 

 

b SLCF が提供可能なサービス 

SLCF 事業戦略文書は、上述の課題を解決するために SLCF が提供すべきサービスとして、以下

のものを掲げている。 

 CER の先行購入あるいは先払い（payment on delivery）によるカーボン・ファイナンス 

 CDM 事業に対する技術支援（PIN 及び PDD 作成支援、バリデーター・コンサルタント

仲介、事業登録支援等） 

 意識啓発 

 事業によって取得される CER 量に応じた「市中銀行借入れ」に対する信用保証 

 

c SLCF の組織運営 

SLCF 事業戦略文書では、その組織運営を以下の３つのユニットによって行うことを提案してい

る。 

 カーボン基金管理ユニット– このユニットは信託基金として独立させ、その基金について

は、SLCF が委託管理運営を行うものとする。 

 技術支援ユニット– SLCF 内のユニットとして以下の役割を担う。 

- CDM 化可能な事業の発掘 

- CDM 事業主体に対し、プロジェクト文書作成、ホスト国承認、バリデーション、登

録等の CDM 事業形成に係る技術支援を行う。 

- 小規模 CDM 事業のバンドリング支援 

- CDM 事業化段階における支援によるカーボン・クレジット獲得の推進 

- CDM 事業形成に係る専門家育成トレーニング  

- 金融セクターによるカーボン・ファイナンス推進  

 カーボン・クレジット市場開発支援ユニット– SLCF内のユニットとして以下の役割を担う。 

- SLCF が購入する CER の売買取引 
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- CDM 事業主体による CER 売買への有料ベースでの支援 

 

d SLCF において想定される事業収入と収入源 

SLCF 事業戦略文書が想定している事業収入源は、以下のものである。 

a) CER の売買収入  

b) CDM 推進に係る各種サービス収入 

c) カーボン・ファンドの運用収入 

当文書では、CER の売買収入が SLCF における事業収入の約 97％を占め、残り 3％を CDM 推進

に係るサービス収入及びカーボン・ファンドの運用収入が占めるものと推定している。 

当文書における SLCF の事業収入予測は、2010 年における国内の炭素市場規模（CER 市場規模）

が CO2換算で年間約 187,000 トン相当であり、その約 80％を SLCF が購入し、その取引を行うとい

う仮定に基づいて行われている。また、その際の CER の購入及び販売価格はそれぞれ 13.50 ユーロ

及び 15.00 ユーロと推定されている（1 ユーロ＝142.70 ルピー）。この想定に基づき、当文書では、

SLCF の 2010～2011 年の事業収支を以下のように概算している。 

表 2-13: SLCF の事業収支概算(単位:千ルピー) 

 2010 2011 
総収入 350,108 378,152 

総支出 308,157 330,317 

純収入 41,537 47,835 

 

当文書では、2008 年当時、スリランカ国の主要な国営企業（鉄道、電力、石油セクター）が大規

模な CDM 事業を実施することを前提に上表に示すような事業収支を推定しているが、CDM 事業に

対するこれらの国営企業の準備不足により、当初想定されていた事業はいずれも現在に至るも実施

されていない。 

e SLCF の事業運営に係る重要なリスク 

現在のスリランカ国における CDM 事業形成の状況及び SLCF の設置準備状況、さらには既存の

SLCF 事業戦略文書のレビュー結果から、当プロジェクトは、SLCF の事業運営には、以下に示すよ

うな重要なリスクが孕まれていると認識した。 
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(1) SLCF 事業運営に係る短期的収入・資金源に係るリスク 

 CER 取引によって相当程度の収入を得ることが期待できる具体的な CDM 事業ポートフォ

リオを保有していない現段階において、SLCF が民間企業から当初資本の 49％を調達する

ことは困難である。  

 SLCF が CER 取引を実施するためには、CER 発行が見込まれる CDM 事業を保有している

ことが前提となるが、現段階で「ス｣国では多くの事業が国連登録に向けた準備段階にあり、

CER 発行までは、まだ時間を要する。  

 SLCF には、CDM 事業主体と CER バイヤーとの間を仲介する機能が期待されるが、この

ような事業を行う場合にも、実際に収入を得るまでには、相当の時間が必要とされる。  

 SLCF によるこのような CER 売買仲介、あるいは技術・資金面での支援を期待しているの

は、小規模な CDM 事業主体であり、これらの小規模 CDM 事業者は、事業登録のためのプ

ロセスに要する資金についても、支援が必要とされているケースが多い。  

 上記のような現状から、短期的に（ここ 2～3 年で）「SLCF 事業戦略」に示されているよ

うな事業収入を SLCF が得ることは困難である。SLCF がまず実施すべき 優先の活動は、

取引可能な実質的な CER を取得できる具体的な「CDM 事業ポートフォリオ」を構築・保

有することにある。 

(2) カーボン･ファンドを「信託基金」として設立することに関わる重要なリスク 

 CDM 事業は一般的に CER 収入なしには経済的に事業化が困難なものである一方、CER 収

入についても次のようなリスクを絶えず孕んでいる。 

 事業の非登録リスク 

 事業の非実施リスク 

 発行 CER の過大評価リスク 

 CDM 事業に対する「優先株式」や「転換社債」の購入あるいは直接の資本参加といった形

での直接投資は、もしそれが CDM 事業自体ではなく、CDM 事業を実施する企業に対して

行われる場合、基金自体が CDM 事業推進という目的以外の用途に活用される可能性を排

除できないことになる。カーボン･ファンドの本来の設立趣旨から考えて、この基金の用途

は CDM 事業の推進に限定されるべきであり、また CER の量に応じてその拠出が行われる

べきものであり、その範囲を超えることは国が関与する基金として妥当ではない。 
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CC..  SSLLCCFFのの事事業業戦戦略略//運運営営計計画画のの検検討討  

C.1 スリランカ国における CDM 事業形成の現状と SLCF が対象とするカーボン・マーケット 

SLCF による CDM 支援事業を検討する上で重要な前提となるのは、スリランカ国において CDM

事業として展開可能な GHG 排出削減及び吸収増大のポテンシャルである。また、2012 年末での京

都議定書の第一コミットメント期間の満了とともに、CDM という枠組み自体が一旦終了すること

を考慮すると、現段階で 2012 年までに CDM 事業として登録・実施可能と推定されるものがどの程

度あるかを見定めることが、SLCF の事業展開を検討するうえで不可欠である。 

このような認識に基づき、現在のスリランカ国における CDM 事業のポートフォリオをレビュー

し、スリランカ国における CDM 事業のポテンシャルとその実施に伴って発行される可能性のある

CER 量について推定した。 

（1） スリランカ国における現在の CDM 事業ポートフォリオ 

 以下の表が 2011 年 3 月 1 日現在におけるスリランカ国 CDM 事業ポートフォリオの概要である。 

表 2-14: スリランカ国における CDM 事業ポートフォリオ概要（2011 年 3 月） 

CDM 事業分類 件数 推定 CER 量 
(tonCO2/年) 

登録済事業 7 210,168

現在バリデーション中の事業  21 496,478 

ホスト国承認済あるいは申請中の事業（PDD 作成済） 10 142,393 

PIN 作成済事業  85 - 

PIN 作成中の事業  11 - 

合計 134 849,039

 

 上表中の PIN 段階にある事業については、算定 CER 量について不確実な面が極めて大きいこと

から CER 推定量の対象外としている。これを見ると、現段階でスリランカ CDM 事業ポートフォリ

オにある事業件数は 134 件（PIN 段階を除くと 38 件）、推定 CER 量は、PDD 段階まで進んでいる

ものを対象とした場合、年間約 85 万トン CO2と推定される。 

（2） SLCF による CER 購入対象となる可能性のある CDM 事業と CER 量 

 （1）で求めた現段階におけるスリランカ国の CDM 事業件数及び推定 CER 量に基づき、SLCF

が購入・売買できる可能性のある CER 量について試算を行ったのが次の表である。この試算は以下

の仮定に基づいて実施している。 

① 試算の対象とした CDM 事業は、「登録済事業」、「現在バリデーション中の事業」及び「PDD

作成済で現在ホスト国承認申請あるいは承認済の事業」とし、PIN 段階以下の熟度の CDM
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事業は除外した。 

② ①で選定した事業について推定されている CER 量について、それが実際に実現される率を

「100％」、「70％」、「50％」と想定し、それぞれについて想定される CER 量を求めた。 

③ 想定される CER 量については、価格（CDM 事業者による売買価格）を US$10/tonCO2と仮

定し、算定を行った。 

④ SLCF が想定される CER 量を全量売買する場合に想定される収益については、登録済み事業

を除く CDM 事業から得られる CER について、購入価格を US$10/tonCO2、カーボン市場で

の購入 CER の再販売価格を US$13/tonCO2と仮定し、推定を行った。 

表 2-15: SLCF による CER 購入の対象となる可能性のある CER 量の試算 

CDM 事業の種類 

推定 CER (年平均) 

実現率 100％ 実現率 70％ 実現率 50％ 

tonCO2 US$ tonCO2 US$ tonCO2 US$ 

登録済事業  210,168  2,101,680 147,118 1,471,180 105,084  1,050,840 

バリデーション
中の事業 

496,478  4,964,780 347,535 3,475,350 248,239  2,482,390 

ホスト国承認済
み/申請中の事業
（PDD 作成済） 

142,393  1,423,930 99,745 997,450 71,247  712,470 

合計 849,139  8,491,390 594,398 5,943,980 424,570  4,245,700 

登録済み事業を
除いた場合 

638,971 6,389,710 447,280 4,472,800 319,486 3,194,860

CER 取引による
想定収益 

 1,916,913 1,341,840  958,458

 

上表の試算より、現在想定される、登録済み事業を除く CDM 事業から得られる CER を、SLCF

が全量購入し、それを再販売した場合に得られる年間収入は、 大で約 190 万ドル、50％の CER 達

成率の場合で約 96 万ドルと推定される。 

ただし、実際に SLCF が得られる収益は、これよりもさらに少ないものと見込まれる。なぜなら

上表における想定収益は、登録済み事業を除く CDM 事業全てから CER を購入することを前提とし

ており、実際の SLCF の収益想定は、上記のうちの数割とするのが現実的である。）。現実的には当

面 CER 取引を通じて SLCF が得られる収益は年間数十万ドル単位となることが推定される。 

したがって、現段階での CDM 事業の形成状況を見る限りは、当初の「SLCF 事業戦略文書」に示

されているような規模での事業展開を SLCF が実施することは困難であり、その点では大幅な見直

しが必要である。 

当プロジェクトでは、JICA 専門家チームとカウンターパートの協議に基づき、従来の事業戦略に
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替えて、以下に示すような「短期事業戦略」と「中長期事業戦略」の 2 段階で構成される「SLCF

事業戦略修正案」を提案した。 

C.2 SLCF 事業戦略修正案 

(1) SLCF 事業の短期戦略（2011～2012 年） 

戦略目標  1. ｢ス」国における CDM 事業ポートフォリオにリスト化されている準備中の
CDM 事業を精査し、SLCF として事業化を支援・推進する事業を選定、事
業主体との間で「事業支援・CER 取引仲介」に関する契約合意を締結する。 

2. これに基づき、SLCF が CER 売買権を有するポテンシャル CDM 事業から
構成される「事業ポートフォリオ」を構築する。  

3. この「事業ポートフォリオ」に基づき、選定された CDM 事業による発行
が期待される CER のマーケティング（CER の購入主体との契約交渉）を実
施する。  

ビジネス活動   CDM 事業登録に対する技術/資金支援（有償あるいはカーボン・ファイナ
ンスに基づく）  

 事業計画/PDD 作成  
 バリデーション支援  

 登録 CDM 事業の実施支援（有償あるいはカーボン・ファイナンスに基づ
く）  

 モニタリング/ベリフィケーション支援  
 CER 売買契約支援・仲介  

 

(2) SLCF 事業の中長期戦略（2013 年） 

戦略目標  1. SLCF が CER 売買権を有する「CDM 事業ポートフォリオ」に基づき、CER
売買契約を国内外の CER 購入主体と締結する。  

2. ｢CDM 事業ポートフォリオ」に基づき、附属書Ⅰ国や多国間援助機関との
間で、技術・資金支援合意を締結する（NAMA や SCM 等も含む。）  

3. ｢CDM 事業ポートフォリオ」及び 2012 年までの業務実績をベースに国内
の民間セクターからの資本参加を求める。  

ビジネス活動  短期戦略におけるビジネス活動を継続するとともに、以下のビジネス活動への
拡大を図る。  

 CDM 事業への資金支援（CER 量に応じた信用保証）  
 CER 取引（カーボン・トレーディング）  

 

 次の図は、短期及び中長期戦略も含めた SLCF の事業内容の基本的枠組みを示したものである。 
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図 2-1: SLCF による CDM 事業支援の基本的枠組（案） 

DD..  ススリリラランンカカ国国ににおおけけるるCCDDMM事事業業ののCCEERRババイイヤヤーーへへののププロロモモーーシショョンン  

SLCF の活動を推進することを目的とし、JICA 専門家チームは、ローカル・エキスパート・チー

ム及びカウンターパートとの協働により、スリランカ国内で提案されている CDM 事業の CER バイ

ヤーへのプロモーション活動を実施した。その実施に際し、スリランカ国の CDM 事業ポートフォ

リオより、バイヤーへのプロモーションを行う対象とする事業の選定を行い、その対象を既に登録

済の CDM 事業及び PDD が作成され、現在バリデーション段階にある事業に限定することとした。

これに基づき選定された事業は、以下の表に分類されるものである。 

表 2-16: CER バイヤーへのプロ―モーション対象プロジェクトの分類 

CDM 事業分類 件数 推定 GHG 削減量
(tonCO2/年) 

1. 登録済 CDM 事業(現在事業実施中) 7 210,168

(1) CER バイヤー契約済み  6 196,684

(2) CER バイヤー未契約（検討中） 1 13,484

2. 現在バリデーション中の事業  16 387,592

(1) バリデーションの 終段階 4 48,761

(2) VER 市場を通じた売買を検討中の事業 5 106,737

(3) その他（現在バリデーション実施中） 7 232,094

合計 23 597,960
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前頁の表より、現在バリデーションの 終段階にあり、かつ CER バイヤーを探している事業が 4

件ある（総年間削減量約 50,000 tonCO2で EURO 価格にして年間約 45 万 EURO 相当）一方、バリデ

ーション段階にあるものを全て含めると、16 件（総年間削減量約 400,000 tonCO2で EURO 価格にし

て年間約 3,600,000EURO 相当）となる。 

一方、既に登録済の事業 7 件については、うち 6 件が既にバイヤーに対して CER を譲渡する契約

を結んでおり、1 件のみ（ミニ水力事業）がまだバイヤーとの交渉に入っていない事業である。こ

のミニ水力事業による推定年間 13,500 tonCO2の排出削減が期待されている。 

バリデーション段階にある CDM 事業提案中で、以下の 4 件が、既にその 終段階に入っており、

近く「バリデーション・レポート」が完成し、登録申請が実施されるものと期待される。 

表 2-17: 現在バリデーションの最終段階にある CDM 事業提案 

バリデーション開始時期 プロジェクト名 推定 CER 量 
(tonCO2/yr) 

2009 年 2 月 Somerset Upper Neluwa and Palmerston Small Scale 
Hydropower CDM Project in Sri Lanka (4.45MW by 3 
units) 

13,118

2009 年 5 月 Mampuri Wind Power Project (Wind power: 10MW with 8 
wind turbines) 

18,771

2009 年 8 月 Gantuna, Udagama, Ethamala Ella and Sheen Small Scale 
Hydropower Project in Sri Lanka (3.76MW by 3 units) 

9,564

2010 年 9 月 Branford Mini Hydro Power Project (2.5MW) 7,308
合計 48,761

 

上記の CDM 事業は全て、現在 CER バイヤーとの接触をまだ行っておらず、カーボン市場やカー

ボン・クレジット取引に関する知識が乏しいことから、バイヤーとの交渉に対する支援を得ること

に強い関心を有している。 

SLCF 設立の重要な目的の一つが、カーボン・トレーディングに対する支援にあることから、こ

れらの事業の存在は、SLCF が事業者に代わってバイヤーとの交渉を実施するいい機会を提供する

ものと推定される。 

しかし、SLCF の設立が遅れており、現在に至るもまだ明確な組織として設立されていないため、

このような活動を行うことはできない。そこで、当プロジェクトでは、SLCF の設立が未定である

ことを前提として、各 CDM 事業主体及び CER バイヤーとの間で事前の協議を何度か行い、その状

況を SLCF の役員会に報告（役員会は設立されている。）した。 

EE..  SSLLCCFFのの事事業業戦戦略略及及びび経経営営計計画画にに係係るる提提案案書書  

当プロジェクトでは、結果としてプロジェクト期間中に SLCF が設立に至らなかったため、具体
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的な SLCF の事業展開・経営面での支援を実施することはできなかったため、SLCF 設立後の事業

戦略及び経営計画について「提案書」をとりまとめ、提出した。 

 

22..22..33  国国家家CCDDMMポポーートトフフォォリリオオ  

 

AA..  国国家家CCDDMMポポーートトフフォォリリオオのの作作成成  

 カウンターパートチームは、JICA エキスパートチームの助言のもと、CCD に提出された PIN、

PDD に基づき、国家 CDM ポートフォリオの構築をおこなった。国家 CDM ポートフォリオの作成

手順は以下に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2: 国家 CDM ポートフォリオの作成手順 

A.1 CCD へ提出済みの PDD、PIN のデータベース様式の更新 

CCD カウンターパートは、JICA 専門家チームとともに CDM データベースの様式の検討を行い、

有用な項目を追加した。CDM データベースの項目は下記に示すとおりである。 

 CCD プロジェクト管理番号 
 プロジェクト種別（水力、バイオマス、省エネ 等） 
 プロジェクト名 
 プロジェクト提案者（団体名、連絡先） 
 Principal letter 発行日 
 レターの承認年月日 

Step1: CCD へ提出済みの PDD、PIN のデータベース

様式の更新 

Step2: ポートフォリオ様式の作成 (広報

用ショートバージョン、内部用フルバー

ジョン) 

Step4: 提出済み書類に基づくデータベー

スの更新 

Step6: データベースとポートフォリオの更新 

Step7: ポートフォリオの Web サイトへの掲載 

Step3: データベース情報に基づくポート

フォリオの自動作成機能の整備  
Step5: プロジェクト提案者へのインタビ

ューによる 新情報の入手 
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 プロジェクトの進捗状況（プロジェクトアイデア提出、PIN 提出、PDD 提出、有効化審

査中、登録申請中、登録済み、CER 発行済み、却下） 
 プロジェクト活動の進捗（進行中、保留中、停止） 
 プロジェクトで計画された設備の稼動状況（設計段階、建設中、稼動開始、終了 等） 
 プロジェクトで計画された設備の稼動開始日 
 CDM プロジェクトの開始日 
 クレジット機関（7 年または 10 年） 
 プロジェクト費用の積算 
 プロジェクトの便益 
 CER 交渉状況 
 プロジェクトの資金源 
 プロジェクトの内容 
 CDM コンサルタント 
 有効化審査団体 
 注記 

A.2 ポートフォリオ様式の作成 

CCD カウンターパート、JICA 専門家チームは、図 2-3 に示すとおり、概要版、詳細版の二種類

のポートフォリオ様式を作成した。概要版は CDM に関する広報等を目的とし、詳細版は CCD 内部

での利用を目的としている。詳細版にはデータベースに登録されているプロジェクトに関するすべ

ての情報が記載される。 
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図 2-3: 国家 CDM ポートフォリオの様式（詳細版） 
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A.3 データベース情報に基づくポートフォリオの自動作成機能の整備 

CCD カウンターパートとの協議の上、JICA 専門家チームは、CDM データベースに基づいたポー

トフォリオの自動作成機能を整備した。下図に示すとおり、データベースに自動作成ボタンを導入

し、プロジェクト管理番号を指定、概要版、または詳細版を選択することにより、ポートフォリオ

が生成される。一度に 5 つまでのポートフォリオが作成可能となっている。 

 

図 2-4: ポートフォリオ自動作成機能 

A.4 提出済み書類に基づくデータベースの更新 

カウンターパート、JICA 現地専門家、JICA 専門家は、プロジェクト提案者により CCD に提出さ

れた様式に基づき、データベースの更新作業を行った。 

A.5 プロジェクト提案者へのインタビューによる最新情報の入手 

データベースの作成後、カウンターパート、JICA 現地専門家、JICA 専門家はプロジェクト提案

者へ連絡を取り、プロジェクトの 新の状況を入手した。 

A.6 データベースとポートフォリオの更新 

カウンターパート、JICA 専門家は、JICA 現地専門家の支援のもと、1~5 に示す手順のもとデー
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タベースを完成させた。JICA 専門家はカウンターパートに対し CDM ポートフォリオのメンテナン

ス、更新に関するアドバイスを行った。 

表 2-18: プロジェクト種類別のポテンシャル CDM プロジェクト 

プロジェクト種別 プロジェクト数 

交通 0 

植林、森林再生 6 

水力 54 

バイオマス  52 

風力 4 

メタンガスの発生回避／回収／利活用 7 

省エネ 4 

その他 5 

合計 132 

 

表 2-19: プロジェクト進捗状況別のポテンシャル CDM プロジェクト 

プロジェクト進捗状況 プロジェクト数 

プロジェクトアイデア提出 3 

PIN 提出 75 

PDD 提出 25 

有効化審査中  19 

登録申請中 0 

登録済み 7 

CER 発行済み 0 

却下 3 

合計 132 
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22..33  成成果果３３にに係係るる活活動動::  CCDDMM 事事業業提提案案書書のの評評価価にに係係るる DDNNAA ののキキャャパパシシテティィ･･デディィベベ

ロロッッププメメンントト  

成果 3 に係る活動は、大きく以下の３つに分類される。 

 キャパシティ･アセスメント（成果 1 の活動にて報告） 

 CDM 事業のホスト国承認基準及び手続きの見直し・修正 

 ホスト国承認のための CDM 事業評価マニュアルの作成 

当成果に係る活動の実施スケジュールは、以下の表に示す通りである。 

表 2-20 成果３に係る活動の実施スケジュール 

 

22..33..11  ホホスストト国国承承認認基基準準及及びび手手続続ききのの見見直直しし・・修修正正  

ホスト国承認基準の見直し・修正をお粉ために、JICA 専門家チームとカウンターパート・チーム

は、現在の承認基準及び専門家チームが準備した他国の承認基準等を踏まえて、数度に渡るミーテ

ィングを行い、協議を重ねた。その結果、以下に示すホスト国承認基準が改訂され、新たに決定さ

れた。 

表 2-21: スリランカ国におけるホスト国承認に係る「持続可能性基準（クライテリア） 

分類 基準（クライテリア） 例/指標 整合性チェックのため
に言及する 
国家政策文書

経済面での持続
可能性基準 

 生活改善(提案される
事業は、市民の生活水
準を高めるものでな
ければならない。 

 居住環境の改善、住宅の電
化、教育環境の改善、安全な
水へのアクセスの拡大等  

 Mahinda Chinthana idiri 
Dekma (2,3,5.)  

 貧困緩和（提案される
事業は市民の収入を
改善するものでなけ
ればならない。） 

 市民の収入改善、収入源の多
様化等 

 Mahinda Chinthana idiri 
Dekma (2,5,7) 

社会面での持続
可能性に係る基
準 

 市民参加  PDD 作成に際しての関係者
からのコメント聴取 
 社会交流・活動の推進 
 企業の社会的責任に基づく
活動の推進

 National CDM policy 
(Draft) 
 Budget speech made by 

Hon minister of finance 
in 2010. 

3-1 CCDメンバーのキャパシティ･アセスメント

3-2 ホスト国承認基準及び手続きの見直し・修正

3-3 CDM事業評価マニュアルの作成

3-4 マニュアルの見直し・修正・情報更新

5 6 7 8 9

1st FY (2010/11) 2nd FY (2011)成果 3:
CDM事業提案の評価に必要なDNAの能力が強化される。 4 5 6 7 8 910 11 12 1 2 34
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分類 基準（クライテリア） 例/指標 整合性チェックのため
に言及する 
国家政策文書

技術面での持続
可能性に係る基
準 

 適正な技術・ノウハ
ウ・手法の移転（既に
陳腐化している技術
を使用しない。） 
 事業で活用される技
術が、継続的に外的な
知識に依存するもの
であってはならない。

 より高度かつ 新の技術の
導入あるいは転換 

 National CC policy 
(Draft)  
 National CDM policy 

(Draft) 

環境面での持続
可能性に係る基
準 

 自然資源の保護（水資
源、土壌資源、生物多
様性、大気、鉱物、森
林、自然動植生等） 

 自然資源への影響の評価 
 植林等の自然保護活動 
 国の環境基準・規制との適合

 National Environmental 
Act (Part IV,17)  
 National CC policy 

(Draft)  
 National CDM policy 

(Draft)  
 National action for 

Haritha lanka Program 
(Mission 1,2,5,7,8)

 持続可能な土地利用  土地利用への影響の評価  National Environmental 
Act (Part IV 16,17)  
 National action for 

Haritha lanka Program 
(Mission 5) 

 GHG 排出削減への貢
献 

 GHG 排出の削減量  National 
Communications under 
UNFCCC  
 National CC policy 

(draft) 

 

上記の基準に加え、当プロジェクトは、PIN 及び PDD の提出に際して添付すべき書類リストにつ

いても、カウンターパートからの提案に基づき協議を行い、以下のように決定した。 

スリランカ国における CDM 事業のホスト国承認に際しての提出書類 

 PIN 承認に必要な書類 

(必須) 
□ PIN 
□ Prior Consideration フォーム 
*事業提案者は上記書類をハード・コピーで 3 部及びソフト・コピーで 1 部提出する（ソフト・コピーについては、

電子メールでの提出も可とする。 

 CDM 事業のホスト国承認に必要な書類 
(必須) 

□ PDD 
□ CDM 事業参加者の法人登記証明書類
□ その他の事業の種類に応じて必要とされる許認可等の文書・書類
*事業提案者は上記書類をハード・コピーで 3 部及びソフト・コピーで 1 部提出する（ソフト・コピーについては、

電子メールでの提出も可とする。 
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 CDM 事業のホスト国承認に際して提出が推奨される書類 
以下の文書の提出は、ホスト国承認における関係事項のチェックに際して、大きな助けとなり、承
認プロセスをスムーズに進めることが期待される。 
□ DOE によるバリデーション・レポート
□ 地方自治体による事業許可（建設事業の場合）
□ 環境影響評価報告書あるいは事前環境審査報告
□ フィージビリティ調査報告書 
□ 投資主体からの事業投資に係る承認レター
□ 排出削減購入契約（ERPA）文書あるいはその意思を示す文書
□ プロジェクト活動の概要に関するシンハラ語/タミール語での翻訳文
□ 林業省からの推薦状（植林/再植林 CDM 事業の場合）
*事業提案者は上記書類をハード・コピーで 1 部及びソフト・コピーで 1 部提出する。 

上記に加え、CDM 事業に対するホスト国承認手続きについても、JICA 専門家チームとカウンタ

ーパートとの間で数度に渡る協議を行い、以下の図に示す手続きへの改訂が行われた。 

 

図 2-5: CDM 事業のホスト国承認手続き（改訂版） 

 

22..33..22  ホホスストト国国承承認認ののたためめののCCDDMM事事業業評評価価ママニニュュアアルルのの作作成成  

ホスト国承認のための事業評価マニュアルについては、これまで他のプロジェクトにおいて開発

した「ホスト国承認のための CDM 事業チェックリスト」を JICA 専門家が提出し、それに基づき、

内容の検討・修正を、数度に渡り実施した。その結果、スリランカ国内でのホスト国承認に際して、

CDM 事業の評価を行うためのチェックリストを、次頁の表に示すものとすることを決定した。 
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図 2-6: スリランカ国における PIN/PDD 評価チェックリスト(Version 1.0) 
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22..44  成成果果４４にに係係るる活活動動：：CCDDMM ガガイイドドブブッッククのの作作成成  

成果 4 に係る活動としては、主として下記の 2 項目を実施した。 

・ 実現可能性の高い CDM プロジェクトの選定と評価、プロジェクト実現のための提言 

・ プロジェクト提案者による利用を見込んだ CDM ガイドブックの作成 

成果 4 に係る活動の実施スケジュールは以下に示すとおりである。 

 

表 2-22:成果 4 に係る活動の実施スケジュール 

 

22..44..11  対対象象CCDDMMププロロジジェェククトトのの選選定定  

 

AA..  対対象象ププロロジジェェククトトのの選選定定方方針針  

目標活動 4 では、JICA 専門家とカウンターパートにより 15 件の進行中 CDM プロジェクトを選

定され、プロジェクト提案者が直面しているプロジェクト実現のための障壁や課題を明らかにする

とともに、CDM ガイドブックを整備することにより提言を行った。 

目標活動 4 において 15 件のプロジェクトを選定する目的は以下である。 

(a) CDM プロジェクトの評価実施のカウンターパートのキャパシティの構築 

(b) CDM プロジェクト開発の普及促進 

目標(a)の達成のためには、プロジェクト提案者の直面する多様な問題（課題、障壁）の理解が必

要不可欠であり、類似したプロジェクトを選定することよりも、プロジェクト開発の初期段階から

成熟段階の異なった段階にある、幅広い種別のプロジェクトを選定することが有効であると考えら

れた。目標(b)に関しては、「プロジェクトの実現可能性の高さ」が考慮されるべき も重要な要素

の一つであるほか、CDM プロジェクトの普及促進を見据え、プロジェクト提案者の「JICA プロジ

4-1 Selection of potential CDM projects

4-2 Feasibility assessment of the selected CDM projects

4-3 Recommendations on the actions for project realization

4-4 Preparation of draft CDM guidebook

4-5
Distribution of the draft CDM guidebook and collection of
feedback from CDM stakeholders

4-6 Revision and finalization of the CDM guidebook

1st FY (2010/11) 2nd FY (2011)Target 4:
CDM guidebook will be prepared and made available for all the people
in Sri Lanka 4 5 6 7 8 910 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9
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ェクト参加への積極性」、及び「JICA 専門家によるサポートへのニーズ」がプロジェクト選定のた

めの重要度の高い基準と考えられた。上記に加え、本プロジェクトの成果が将来スリランカで形成

される CDM プロジェクトへ幅広く活用されるべきことを念頭に置き、「同種プロジェクトの普及ポ

テンシャル（本プロジェクト結果の汎用性）」を重要な選定基準とした。 

上記事項の検討の結果、選定基準として以下を設定した。 

・ プロジェクト実現可能性の高さ 

・ プロジェクト提案者の JICA プロジェクトへの参加の積極性 

・ JICA 専門家による支援のニーズ 

・ 同種プロジェクトの普及ポテンシャル（汎用性） 

・ 多様なプロジェクト種別におけるノウハウの蓄積 

森林分野のプロジェクトについても DNA に対して複数が提出さているものの、JICA 専門家の業

務範囲にあることから 15 プロジェクトへの選定対象からは除外した。 

 

BB..  選選定定候候補補ププロロジジェェククトト  

15 件の対象プロジェクトは下記のカテゴリーに分類される候補プロジェクトより選定された。 

a カテゴリー1 

下記の 2 件のプログラム CDM プロジェクトについて、15 件の対象プロジェクトとして選定され

ることが合意された。 

・ スリランカにおける木質系バイオマスによる産業用燃料代替 CDM（以下、木質系バ

イオマス PoA） 

・ CFL プログラム CDM（以下、CFL PoA） 

b カテゴリー2 

2010 年 6 月に CCD により、PIN、PDD 等の提出があったプロジェクトの 新情報の取得のため

に実施されたアンケートに対し、24 のプロジェクト提案者から返答が得られた。24 のプロジェクト

提案者については、上記アンケートに返答を行ったことから、CCD に対する積極性を示すものであ

り、選定基準である「JICA プロジェクト参加への積極性」、及び「JICA 専門家によるサポートへの

ニーズ」の基準を、返答のなかったプロジェクト提案者よりも有するものとみなした。 

c カテゴリー3 

2010 年 8 月 26 日に JICA 専門家が実施したプライベートセクターのためのCDM セミナーの後に

個別の相談のあった 14 プロジェクト。 
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d カテゴリー4 

プロジェクトに関する相談のためにプロジェクト提案者が個別に DNA 事務所を訪問したプロジ

ェクト。 

e カテゴリー5 

CDM データベースに登録されるうち、上記のカテゴリー2、3 に該当しないプロジェクト。PIN

の提出以降 5 年以上情報更新のないプロジェクトも存在することから、2008 年 1 月以降に提出され

たプロジェクトを抽出、対象とした。カテゴリー5 に該当するプロジェクトは 59 件である。 

 

CC..  選選定定基基準準とと選選定定のの手手順順  

CCD と JICA 専門家の合意の上別途選定した、木質系バイオマス PoA と CFLPoA の 2 件のプロジ

ェクトのほか、13 件の対象プロジェクトについては、下表に示す選定基準のもとに選定作業を行っ

た。A.1 の選定方針に示したとおり、選定基準は i) プロジェクト実現可能性の高さ、ii) プロジ

ェクト提案者の JICA プロジェクトへの参加の積極性、iii) JICA 専門家による支援へのニーズ、iv) 

同種プロジェクトの普及ポテンシャル（汎用性）、iv) 多様なプロジェクト種別におけるノウハウの

蓄積をもとに選定基準を特定した。 

表 2-23:選定基準 

項目 重要度 選定基準 

i) プロジェクト実現可能

性の高さ 

必須 進行中のプロジェクトである 

  承認された方法論が適用されている 

  考慮 PDD が作成されている 

   プロジェクト資金が確保されている 

   未実施、または実施開始後 6 ヶ月以内である 

   経済性を CER 収入を前提としている 

ii) JICA プロジェクトへの

参加の積極性 

考慮 プロジェクト提案者からの積極的な回答が得られている

（種別 2、3 に該当するプロジェクト） 

iii) JICA 専門家による支援

ニーズ 

考慮 プロジェクト提案者が CDM に関する基礎知識を有して

いるが、支援が必要 

iv) 同種プロジェクトの普

及ポテンシャル 

考慮 同種プロジェクトの普及ポテンシャルが見込まれる 

 

各プロジェクト種別からの対象プロジェクトのの選定数のバランスを図るため、下表に示すとお

り、バイオマス 5 件、小水力 5 件、その他プロジェクト 5 件と設定した。上記選定数のバランスは

提出済みのPINのうち、 も多いカテゴリーがバイオマス、及び小水力に係るプロジェクトであり、
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その他プロジェクトに関しては少数であることから決定した。 

表 2-24:プロジェクト種別の選定プロジェクト数 

プロジェクト種別 選定予定プロジェクト数 注記 

バイオマス（電力、熱供給） 5 木質系バイオマス PoA を含む  

小水力 5  

その他 5 CFL PoA を含む 

 

選定した対象 15 プロジェクトの概要を以下に示す。 

表 2-25: 選定した対象 15 プロジェクトの概要 

No ブロジェクト名 プロジェク実施者 
プロジェクト

種別 

本事業開

始当初の

進捗状況 

現在の 

進捗状況

1 

Industrial Fuel Switch by Wood 

Biomass Programmatic CDM in Sri 

Lanka 

EX Research Institute 

Ltd. 

バイオマス 

(PoA) 

有効化審

査中 

有効化審

査中 

2 
Ansell Biomass Boiler Project in 

Colombo Sri Lanka 
Ansell Lanka バイオマス PDD 提出 

有効化審

査中 

3 
Ampara Small Scale Dendropower 

CDM project in Sri Lanka 
Nature solutions バイオマス PDD 提出 保留中 

4 

10MW Biomass Power Project at 

Tunkama, Embilipitiya with 

plantation development 

Nelson Nagasinghe 

Lanka Bio Energies 

(Pvt) Ltd  

(Chinese collaborators)

バイオマス PDD 提出 PDD 提出

5 MAS Holdings Bundle MAS Holdings バイオマス PIN 提出 PIN 提出 

6 
Kithulgala Small Scale Hydropower 

Project 

Vallibel Lanka Pvt. 

Ltd. 
小水力 PDD 提出 

有効化審

査中 

7 Kiriwan Eliya MHP 
Country Energy Pvt. 

Ltd. 
小水力 PIN 提出 PIN 提出 

8 
Kirkoswald Small Scale Hydro 

Power CDM Project 
Bogo Power 小水力 PDD 提出 PDD 提出

9 
Ethamalla Small Scale Hydropower 

CDM project in Sri Lanka 
Vidullanka Plc 小水力 

有効化審

査中 

有効化審

査中 

10 CFL distribution project J-power 
省エネ 

(PoA) 

PDD 提出 

（ドラフト） 

PDD 提出

（ドラフト） 

11 
Installation of energy efficient 

pumping systems 

Water Supply 

Drainage & Board 

(SEA involved as well)

省エネ 

(PoA) 

PIN 提出 

（ドラフト） 

PIN 提出 

（ドラフト） 

12 
Forced Methane Extractions From 

Organic Wastewaters & Power 

Greenergy Power Pvt 

Ltd. 
バイオガス PDD 提出 

有効化審

査中 
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No ブロジェクト名 プロジェク実施者 
プロジェクト

種別 

本事業開

始当初の

進捗状況 

現在の 

進捗状況

Generations 

13 
Avoidance of methane production 

through composting  

Anoma Agro Based 

Products Pvt. Ltd. 
コンポスト PDD 提出 

有効化審

査中 

14 Landfill gas CDM project 
Waste Management 

Authority 

コンポスト 

(PoA) 

アイデア

段階 
PIN 提出 

15 Mampuri Wind Power Project 
Senok Wind Power 

(Pvt) Ltd 
風力 

有効化審

査中 

有効化審

査中 
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22..44..22  対対象象ププロロジジェェククトトのの実実現現可可能能性性評評価価  

選定された CDM プロジェクトを対象に JICA 専門家、及び JICA 現地専門家による実現可能性の

評価が下記に基づいて行われた。 

(a) PIN、PDD を含む提出済み様式、及び 2010 年 6 月に CCD に提出されたアンケートへの回答 

(b) プロジェクト提案者へのインタビュー 

JICA 専門家は JICA 現地専門家、及びカウンターパートに対し、選定した 15 プロジェクトの実現

可能性評価の実施に係る助言、方法についてのアドバイスを行った。JICA 専門家は評価結果の検討

を行い、カウンターパートに対し PCDA サイクルに基づき、実現可能性評価結果の検証結果につい

てフィードバックを行い、CDM プロジェクトの実現可能性評価に関するキャパシティの段階的な

向上を図った。 

実現可能性評価の検証は以下の点に基づいて実施した。 

 CDM への登録可能性 
 ベースラインの評価 
 追加性の評価 
 PDD の完成度 
 プロジェクトに関するプロジェクト提案者の懸念事項／コメント 
 プロジェクト活動の実行可能性 
 プロジェクトの成熟度 
 プロジェクト実施者の実績 
 ERPA の進捗 
 CDM プロジェクトのモニタリング能力 

評価結果は当報告書の Annex に示している。 

22..44..33  1155ププロロジジェェククトトのの評評価価かからら得得らられれたたププロロジジェェククトト実実現現ののたためめのの課課題題、、障障壁壁  

15 プロジェクトの評価から、下記に示す課題、及び障壁が明らかとなった。 

 追加性の証明に関する課題（特に投資分析） 
 DOE（国家指定機関）の要求に対する課題 
 環境影響評価のクリアランス取得に係る時間 
 用地取得に関する地権者との交渉／手続きの難航 
 資金調達、資金運用の困難（CDM プロジェクト立ち上げに係るコスト） 
 CER 購入者を見出す際の困難 
 担当者の退職等に伴う情報引き継ぎ問題 
 関係者の契約不履行 

 

上記に加え、15 件の対象プロジェクト以外のプロジェクト提案者へのインタビューから、次に示

す課題、障壁が明らかとなった。 

 知識の不足 
 ベースライン設定に必要となるデータの取得困難（グリッド排出係数の算定に必要となる

データを含む） 
 グリッド排出係数の算定に必要となるデータの欠如 
 プロジェクトが小規模であること 
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22..44..44  CCDDMMガガイイドドブブッッククのの作作成成  

上記の実施により得られた経験より、JICA 専門家、JICA 現地専門家、カウンターパートはスリ

ランカにおける CDM プロジェクト開発のためのガイドブックを作成した。ガイドブックの内容は

以下の表に示すとおりである。 

 イントロダクション 

気候変動課題に対するスリランカ政府の過去の取り組み、CDM ガイドブック作成の意図に関

する説明 

 CDM とポスト京都メカニズムに関する考察 

世界の GHG 排出状況、CDM の基礎情報と定義、及びポスト京都メカニズムの気候変動に関す

る国際的枠組みに対する現在の議論に関する考察 

 CDM プロジェクト開発の基本的な手順 

CDM の基本的なプロジェクトサイクル、及び主な段階に関する考察 

 CDM プロジェクト種別（セクター別）のプロジェクト形成に係るガイダンス 

プロジェクトの計画／形成に係る原則、方法論、検討事項のセクター別（再生可能エネルギー、

燃料代替／省エネ、植林／森林再生、その他）の考察 

表 2-26 にガイドブックの目次を示す。 

表 2-26: CDM ガイドブックの目次 

1.  イントロダクション 
2.  CDM とポスト京都メカニズムに関する現在の議論  

2.1  世界の GHG 排出概況  
2.1.1  世界の排出源別 GHG 排出量  
2.1.2  国別、一人あたり／GDP あたりの GHG 排出量 

2.2  京都議定書における CDM と GHG 排出削減目標 
2.3  CDM の定義  
2.4  UNFCCC における CDM プロジェクトの運営制度 
2.5  CDM プロジェクトの利害関係者 
2.6  CDM のプロジェクト種別 

2.6.1  GHG 排出源の種別  
2.6.2  CDM プロジェクト種別の CMP 定義  

2.7  CDM プロジェクトの形成  
2.7.1  CDM のプロジェクト種別 
2.7.2  国別 CDM プロジェクト例 

2.8  ポスト京都の気候変動に関する国際的枠組みに係る現在の議論  
2.8.1  ポスト京都枠組みの国際交渉に係るマイルストーン 
2.8.2  COP17（2011 年 12 月 於南ア・ダーバン）に向けた積み残し課題  

3.  CDM プロジェクト開発のための基本的な手順 
3.1  CDM プロジェクトサイクルと各段階における利害関係者  
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3.2  プロジェクト開発の各段階における主な課題 
3.2.1  プロジェクトの開始 
3.2.2  PDD 作成 
3.2.3  プロジェクトの有効化 
3.2.4  プロジェクトの登録 
3.2.5  検証  

4.  排出削減プロジェクト種別（セクター別）のプロジェクト形成に係るガイダンス  
4.1  再生可能エネルギー プロジェクトの形成 

4.1.1  排出削減の原則  
4.1.2  排出削減量の算定  
4.1.3  CDM 方法論   
4.1.4  再生可能エネルギープロジェクトの形成における検討事項  
4.1.5  再生可能エネルギープロジェクトに関する留意点  

4.2  燃料代替／省エネプロジェクトの形成  
4.2.1  イントロダクション  
4.2.2  原則  
4.2.3  CDM 方法論   
4.2.4  適用例 
4.2.5  省エネプロジェクトの留意点 

4.3  植林／森林再生プロジェクトの形成  
4.3.1  植林／森林再生プロジェクトにおける GHG 削減の基本  
4.3.2  植林／森林再生プロジェクトの適格性条件  
4.3.3  GHG 削減量の算定方法  
4.3.4  森林による二酸化炭素吸収に係る 新の動き 
4.3.5  スリランカにおける森林分野の炭素クレジットプロジェクトの可能性  

 

   



 

68 

 

22..55  成成果果５５にに係係るる活活動動：：CCDDMM ププロロモモーーシショョンン  

成果５に係る CDM プロモーションとして、次の活動を実施した。 

 国家 CDM ウェブサイトの構築、運営、定期更新 

 CDM セミナー・ワークショップの開催  

 CDM プロモーション資料（概要及び CDM 関係者向け） 

 CDM プロモーションセミナーの開催（スリランカ国内）と本邦研修の実施 

ターゲット５の実施スケジュールは下記の通りである。 

表 2-27: 成果５に係る活動の実施スケジュール 

 

22..55..11  国国家家CCDDMMウウェェブブササイイトトのの構構築築、、運運営営、、定定期期更更新新  

C/P メンバーと JET の共同作業により、2010 年 6 月 30 日に国家 CDM ウェブサイトの運営が開始

された。この運営開始以降、C/P メンバーと JET は定期的に協議を行い、定期的な情報更新及びデ

ザインの改善を行った。この CDM ウェブサイトは上部機関である Climate Change Secretariat の下に

位置付けられていることから、2011 年 6-7 月期にはデザインを一新し、ページ全体を通して統一感

を持たせると同時に、資料のダウンロードページを追加するなど、DNA の HP としての機能の充実

も図った。更新されたページの例を次に示す。(http://www.climatechange.lk/dna/dna.html). 

  

5-1 Initial design of the national CDM website

5-2 Operation and periodical update of the website

5-3 Workshops and seminars

5-4 Preparation of CDM promotion materials (for overall PRs)

5-5 Updates and revision of CDM promotion materials

5-6
Preparation of CDM promotion materials (for potential CDM
stakeholders)

5-7 CDM promotion seminar in Sri Lanka

5-8 CDM promotion seminar in Japan

Target 5:
Knowledge base of CDM will be built and strengthened among the
relevant stakeholders of CDM projects 4 5 6 710 11 12 1 2 34 10

2nd FY (2011)

5 6 7 8 9

1st FY (2010/11)

8 9
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ページ内のリンク（内部リンク・外部リンク）をチェックし、リンク切れになっていたページ等

の更新を行った。また、本 Web ページの基本方針・運営方法をまとめた‘Specification of Website for 

National Designated Authority of Sri Lanka (Ver.01)’を作成した。内容は以下のとおりである。 
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1. Objectives, Policy & Strategy  
 1-1. Objectives 
 1-2. Policy & Strategy 
2. Details of CCD’s Existing Website (as of April, 2010) 
 2-1. Environment 
 2-2. Site Map 
 2-2. Contents 
3. Specification of CCD’s web-pages (ver.01-02 as of Feb, 2011) 
 3-1. Structure  
 3-2. Contents  
 3-3. Function  
 3-4. Design    
4. Architecture 
 4-1. Hardware for website creation 
 4-2. Source/Data Management 
 4-3. Network 
5. Creation, Operation & Maintenance 
 5-1. CCD’s Organization & Responsibility for each member of staff 
 5-2. Creation 
 5-3. Operation 
 5-4. Maintenance   
6. Attachment 
 1) Specification of CCD’s web-pages (ver.01-02 as of May, 2010) 
 2) Sample of Check Sheet 

 

22..55..22  CCDDMM  ププロロモモーーシショョンン資資料料のの作作成成  ((概概要要版版))  

CDM プロモーション資料の情報収集のため、C/P メンバーと JET は登録済または運転を開始して

いるプロジェクトに対してヒヤリング調査を実施した。また、実際のプロジェクトサイトでは写真

やビデオを撮影し、作成したプロモーション資料が PDD 等から得ることができる基本情報を紹介

するだけではなく、視覚的にも効果が上がるように配慮をしている。 

媒体  内容 媒体 

DNA ウェブサイト   ヒヤリング調査等で得た基本

情報  
 プロジェクトサイトの写真 

リーフレット 

 ビデオによる運転状況の紹介 

本プロモーション資料で紹介したプロジェクトは、プロジェクトの熟度及び種類によって選定し

た。 

表 2-28: プロモーション資料で紹介したプロジェクト一覧 

  Title    Project Proponent  Location  Type  Status    Visited date

1 Biomass Projects    Lalan Rubber 
Pvt.Ltd.   

Biyagama  Biomass  Not for CDM 
(VCS)   

May 5, 2011
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  Title    Project Proponent  Location  Type  Status    Visited date

2 Replacement of fossil 
fuel fired boilers with bio 
mass at Hayleys MGT 
Knitting Mills PLC,   

Hayleys MGT 
Knitting Mills PLC   

Narathupana  Bio 
mass   

Validation    May 9, 2011

3 Mampuri Wind Power 
Project   

Senok Wind Power 
(Private) Limited   

Puttalam Wind  Validation    May16, 2011

4 Community based 
composting project 

Kaduwela
Municipality 

Kaduwela  Compo‐
sting   

Validation    Sept. 2, 2001

5 Coconut shell 
charcoaling and power 
generation at 
Badalgama   

Recogen Ltd.  Badalgama  Bio 
mass   

Registered    Phone 
Interview 

 

ヒヤリング調査は 2011 年 5 月初旬より 9 月初旬まで実施され、作成したプロモーション資料はウ

ェブサイトへ掲載するとともにリーフレットとして印刷した。  

 

22..55..33  ププロロモモーーシショョンン資資料料のの作作成成  ((潜潜在在的的ななCCDDMMププロロジジェェククトト関関係係者者向向けけ))  

一般市民を対象としたプロモーション資料の作成と並行して、潜在的な CDM プロジェクト事業

関係者を対象としたプロモーション資料も作成した。このプロモーション資料は以下の点に留意し

ながら作成されている。 

 国内のCDM事業提案者および海外のCERバイヤーが必要とするデータ及び関連情報を提

供すること。 

 可能な限り多くの関係者に届くメッセージとすること。 

 デザインに留意し、正確な文章で表現すること。 

本プロモーション資料の内容を以下に示す。 

1. Sri Lanka at Glance 
 - Geography 
 - Climate 
2. What are the actions taken against global warming? 
 - In International Community 
 - In Sri Lanka 
3. Climate Change and Sri Lanka 
 - Greenhouse Gasses (GHGs) 
 - Climate Change in Sri Lanka 
4. How Sri Lankan Government tackling against global warming 
 - Climate Change Secretariat, Ministry of Environment 
 - Climate Change Division (CCD) 
 - CDM Development in Sri Lanka 
5. Introduction of Mitigation Actions in Sri Lanka 
6. Future Perspective for CDM Projects 
7. Contact Information 
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次に作成したプロモーション資料のイメージを示す。 
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22..55..44  ススリリラランンカカ国国ににおおけけるるCCDDMMププロロモモーーシショョンンセセミミナナーー及及びび本本邦邦研研修修  

スリランカ国内における CDM プロモーションセミナーと C/P の本邦研修を、2011 年 9-10 月期に

実施した。 

AA..  本本邦邦研研修修  

A.1 研修の概要 

10 名の C/P メンバーが 2011 年 9 月 25 日～10 月 8 日に実施された本邦研修に参加した。本邦研修

の主な目的は以下のとおりである。 

1. スリランカ国における気候変動緩和対策ポテンシャルを日本の公共・民間セクターの

関係主体に対して具体的に説明し、投資・技術協力・連携の可能性について協議する。 

2. 日本国の気候変動対策行政及び当分野での海外協力の枠組みについて理解し、将来の

協力可能性について検討する。 

3. 日本国の民間企業が有する気候変動対策に資する技術について理解を深めるとともに、

そのスリランカ国への導入可能性について検討・評価する。 

上記目標達成のため、以下の組織・施設を訪問、ディスカッションを行った。 

日付 曜日 時刻 内容 講師 
対応する

成果 
会場 

9/25 日   スリランカ国→東京着     

9/26 月 
9:00-12:00 ブリーフィング TIC － TIC 

13:00-17:00 プログラム・オリエンテーシ ＪＩＣＡ 成果 1 ＪＩＣＡ 
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日付 曜日 時刻 内容 講師 
対応する

成果 
会場 

ョン 

ＪＩＣＡによる気候変動対策

支援 

成果 2 

9/27 火 11:00-16:00
ＩＧＥＳによる気候変動対策

に係る取組と支援 

ＩＧＥＳ 

（財団法人地球環境

戦略研究機関） 

成果 1 

成果 2 

ＩＧＥＳ 

（葉山） 

9/28 水 

9:00-12:00 日本の気候変動対策 エックス都市研究所 成果 1 
エックス 

都市研究所

14:00-16:00
OECC における気候変動

対策に係る取組と支援 

ＯＥＣＣ 

（社団法人海外環境

協力センター） 

成果 1 

成果 2 
ＯＥＣＣ 

9/29 木 終日 

勝田市木質系バイオマス利

用施設見学/バイオマス利

用に関する講義 

藤井重雄 

成果 2 

 

成果３ 

勝田 BP 

9/30 金 

9:00-12:00 
東京都における気候変動

対策に係る取組 
東京都 

成果 1 

成果 2 
東京都 

14:00-16:00
東京大学 TSCP 視察/ヒアリ

ング 

東京大学 TSCP 室 

（Todai Sustainable 

Campus Project) 

成果 1 

成果 3 
東京大学 

10/1 土 研修課題検討 －     
10/2 日 研修課題検討 －     

10/3 月 

9:00-12:00 研修内容の中間評価 
株式会社エックス都市

研究所 
- 

エックス 

都市研究所

13:00-17:00
横浜市における気候変動

対策に係る取組 
横浜市 

成果 1 

成果 2 
横浜市 

10/4 火 

9:00-12:00 

民生部門の省エネルギー

技術のＣＤＭへの適用（省

エネルギー） 

Ａｚｂｉｌ Yamatake 
成果 1 

成果 3 

山武オフィス

（藤沢） 

14:00-16:00

小水力発電技術とそのスリ

ランカへのＣＤＭ事業への

適用 

Ｓｅａｂｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ

ｎａｌ 

成果 1 

成果 3 

スマート 

エナジー 

16:00-17:30

排出権取引市場（JCX)とカ

ーボンファンド関係者の面

談 

排出権取引市場 
成果 1 

成果 2 

スマート 

エナジー 

10/5 水 

9:00-12:00 メタン発酵施設視察 
市川環境エンジニアリ

ング 

成果２ 

成果 3 
市川環境 

14:00-16:00 発電と CO2 排出 電力中央研究所 
成果 1 

成果 3 
エックス 

都市研究所

10/6 木 

9：00-12:00
バイオマス資源のエネルギ

ー利用と CDM 
藤井重雄 － 

エックス 

都市研究所

14:00-16:00
日本におけるバイオマス利

用技術 

JORA 

（社団法人日本有機

資源協会） 

成果 1 

成果 3 
JORA 

10/7 金 

9:00-12:00 
環境省における気候変動

緩和に係る取組 
環境省 

成果１ 

成果 2 
環境省 

14:00-16:00 研修結果発表・評価会 ＪＩＣＡ - ＪＩＣＡ 

16:00-16:30 終了式 ＪＩＣＡ - ＪＩＣＡ 

10/8 土   研修員帰国（スリランカ着） －     
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A.2 研修の結果 

当プロジェクトに本邦研修は、厳しいスケジュールの中で順調に消化され、参加した研修員はそ

れぞれの成果を手にスリランカ国に帰国した。研修参加者からの感想及びコメントから、当研修に

おいては以下のような成果及び教訓を得ることができたと、当プロジェクトは認識している。 

（１） スリランカ国における気候変動緩和対策及びCDMの現状とポテンシャルに対する日本国

側関係主体への認知と将来的な連携・技術協力の可能性に関する検討の成果 

当研修では、訪問した公共/民間セクターのほとんどの機関・組織において、「ス」国側よりスリ

ランカ国における気候変動緩和対策及び CDM 事業の現状とポテンシャルに関する説明を行い、そ

れに引き続いて各関係機関の取組をヒアリングし、質疑応答及び協議を通じて、「ス」国における気

候変動緩和政策あるいは対策の在り方やポテンシャル分野・技術に係る意見交換が行われた。 

参加した研修員はそれぞれ、日本での気候変動緩和政策・対策及びそれに関わる技術に高い関心

を有しており、日本側協力機関・組織の説明に対して盛んに質問が行われた。 

中でも、気候変動緩和対策に係るハード面での技術に関する関心はもちろんのこと、環境省を始

めとする国の機関や地方自治体が実施しているソフト面での対策に対する関心・興味が極めて高く、

自分の身の回りから始められる「気候変動緩和対策」を組織的に実施しようとしている東京都や横

浜市の施策からは、スリランカ国でも始められる可能性を認識しているとの意見が、参加した研修

参加者の多くから聞かれた。 

その一方で、国や地方自治体が実施している民間セクターへの様々な資金面での支援については、

同様のことをスリランカ国で実施することは予算の規模及び政策プライオリティの面からも困難で

あるとの認識が示された。 

一方、今後の連携や技術協力の可能性については、時間が限られていたことと、研修参加者が実

務者レベルの人々であったため、あくまで意見交換に留まったが、情報交換を今後も引き続き行い

たいとの要望が研修参加者から寄せられており、これを機会に実務者レベルでの情報交換が行われ

ることが期待される。 

（２）日本国の気候変動対策行政及び海外協力の仕組みの理解と将来的な協力可能性の検討 

環境省及びその他の国の行政機関・組織等での研修においては、日本における気候変動対策行政

に係る取組をそれぞれの訪問先において詳細かつ丁寧な説明を受け、研修参加者は深く感銘を受け

ていた。研修参加者の中には、行政機関（スリランカ国環境省）の実務者に加え、大学や研究機関

の研究者も含まれており、それぞれの訪問先において気候変動対策の内容に留まらず、行政機関の

体制や組織構造、人員構成、さらには大学や研究機関での研究体制や設備・組織についても詳細な
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質問が研修参加者よりなされ、それぞれが所属する機関・組織の在り方や運営方法についても、我

が国の経験・ノウハウを学ぼうという強い意欲が各研修参加者に見られた。我が国での気候変動緩

和に関して、当研修を通じて得た知見は、各研修員がそれぞれテーマを決めてとりまとめ、当プロ

ジェクトの 終セミナーにおいて詳細に報告もされており、研修参加者の気候変動緩和対策に対す

る真摯な姿勢が強く感じられた。その点では当研修の果たした成果は高いと評価できる。 

一方、先述したようにスリランカ国側からの研修参加が実務者に限られていたため、将来の気候

変動分野における二国間協力の可能性について具体的に協議することは困難であり、これも情報交

換に留まった。現在、CDM に代わる気候変動分野に係る新たな途上国支援の枠組みが検討されて

いる中で、今後、実務者間での継続的な情報交換・交流をベースに、二国間での気候変動分野にお

ける協力に係る具体的な協議がボトム・アップにより始まっていくことが期待される。 

（３）日本が有する気候変動緩和対策に係る技術の理解及びスリランカ国への導入可能性の検討 

当研修では、スリランカ国において気候変動緩和対策に係るポテンシャルが存在すると推定され

る事業セクターを対象に、それぞれのセクターにおける気候変動緩和に資する対策及び技術をター

ゲットとし、それらの技術を開発・保有・適用している日本の民間企業を訪問し、視察及びヒアリ

ングを研修の一環として実施した。再生可能エネルギー（小水力やバイオマス利用エネルギー）、電

力セクターや廃棄物セクターにおける対策技術及び省エネルギー技術を中心に幅広い分野を対象と

した視察・ヒアリングが行われ、研修参加者からは、この短期間にこれだけの技術の視察及びヒア

リングを海外研修で受けたのは初めてであり、極めて有意義であったと評価されている。 

また、これに加えて、先述したとおり、いわゆるハードの技術ではなく、ソフト面での対策につ

いても、国や地方自治体あるいは大学でのヒアリングを通じて、日本の経験・ノウハウに係る貴重

な知見を得ており、この点が研修参加者にとっては非常にユニークな経験となっている。 

研修参加者は、帰国後のセミナーにおける知見の普及と活用を念頭において、技術や対策の詳細

（技術導入や対策実施に要する期間、費用、人員等）についても質疑応答及び協議を通じて情報収

集を行っており、スリランカ国において開催したセミナーにおいても、日本で導入されている技術

や対策の詳細が紹介されており、当研修における目的・成果は十分に達成されていると評価できる。 

 

BB..  ススリリラランンカカ国国ににおおけけるるCCDDMMププロロモモーーシショョンンセセミミナナーー  

B.1 セミナーの概要 

2011 年 10 月 20 日に Waters Edege において CDM プロモーションセミナーを実施した。本セミナ

ーには民間および政府関係者から 38 名の参加があった。セミナーのプログラムは以下の通りである。 
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8:30 Registration 
9:00-9:10 Opening Remarks 
 Ms Anoja Herath, Asst.Director,Climate Change Secretariat,  

Ministry of Environment 
9:10-9:40 Outline of the Project  
 Mr. Satoshi Sugimoto,Chief Advisor, JICA Expert Team 

The Project for Capacity Development in CDM Promotion in Sri Lanka 
9:40-10:15 Outcomes of the project on Capacity Development of CDM promotion in Sri Lanka 

by Ms. Thiris Inoka, Environment Mgt officer,  
Ms Chamika Iddagoda, Programme Assistant (Environment),  
Climate Change Secretariat, Ministry of Environment 

10.15 -10.30 Q & A 
10:30-10:45 Tea Break 
10:45-11:15 Results and Findings on policy related matters of counterpart training programme in 

Japan conducted under the Project 
Ms. Anoja Herath, Assistant Director, Climate Change Secretariat, Ministry of Envt

11:15-11:45 Results and Findings on biomass energy of counterpart training programme in 
Japan conducted under the Project 
Mr P G Joseph, CDM Development/Appraisal Expert 

11:45-12:15 Results and Findings on other energy efficiency of counterpart training programme 
in Japan conducted under the Project  
Prof. Suren Wijekoon, University of Moratuwa 

12.15-12.30 Q & A 
12:30-12:45 Closing Remark by Mr Sugath Dharmakeerthi 

Director (NRM), Ministry of Environment 

 

B.2 セミナーの結果 

当プロジェクトの 終報告として開催されたこのセミナーには、これまで当プロジェクトが実施

した「トレーニング・プログラム」及び「セミナー」に継続に参加していた公共/民間セクターの関

係者約 40 名の参加のもと、当プロジェクトの終了及び 終成果の報告が行われた。 

セミナーの冒頭において、当プロジェクトのカウンターパート機関であるスリランカ国環境省気

候変動課の課長補佐である Anoja 氏より、これまでの JICA 専門家チームによる支援への謝意が表

明されるとともに、「今後はトレーニング・プログラムやセミナーに参加したわれわれが、JICA 専

門家チームに代わり、トレーナーあるいは情報発信源となり CDM 及び気候変動緩和対策推進の担

い手とならなければならない。」との呼びかけが参加者に対して行われた。 

これに引き続きプロジェクトの 終結果報告では、「プロジェクト概要」の専門家チームによる説

明を除き、全ての報告がカウンターパートである、スリランカ環境省の職員及び本邦研修にも参加

した当プロジェクトのカウンターパート・チームのメンバーによって行われ、本邦研修で得た知見

も含め、本プロジェクトの成果が紹介され、特に本邦研修で得た気候変動緩和対策あるいは技術に

係る紹介については、セミナー参加者より、その導入方法や可能性について盛んな質問がなされ、

後に、今後の気候変動緩和対策の実施に向けて、当セミナーの参加者がそれぞれの組織において

個別あるいは他の参加者との連携により、リーダーシップを発揮することが確認された。 
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3. プロジェクトの成果達成状況と教訓 

33..11  成成果果１１：：CC//PP メメンンババーーのの気気候候変変動動及及びび CCDDMM にに係係るる基基礎礎的的知知識識・・能能力力のの獲獲得得  

成果１に係る活動については、キャパシティ・アセスメント及びトレーニング・プログラムとも

に、予定通り実施され終了した。 

プロジェクトの開始とともに実施したキャパシティ・アセスメント結果に基づき、C/P メンバー

による CDM 事業推進能力は、以下のように評価された。 

表 3-1：プロジェクト開始当初の C/P メンバーの CDM 事業推進能力評価結果 

等級 人数 
等級 5 日本人専門家なしで優れた業務遂行が可能 0 

等級 4 日本人専門家なしで満足の行く業務遂行が可能 0 

等級 3 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが多

少必要 

2 

等級 2 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが十

分に必要 

8 

等級 1 日本人専門家の手助けが十分にあっても、満足の行く

業務遂行が困難 

0 

 

これに対し、当プロジェクトでは、当初のキャパシティ･ディベロップメント目標を以下のように

掲げた。 

表 3-2：プロジェクト開始当初のキャパシティ･ディベロップメント目標 

等級 人数 
等級 5 日本人専門家なしで優れた業務遂行が可能 2 

等級 4 日本人専門家なしで満足の行く業務遂行が可能 8 

等級 3 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが多

少必要 

0 

等級 2 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが十

分に必要 

0 

等級 1 日本人専門家の手助けが十分にあっても、満足の行く

業務遂行が困難 

0 

 

これに対し、プロジェクトの終了段階でのキャパシティ・アセスメントに基づく評価結果は次の

通りとなった。 

表 3-3：プロジェクト終了時の C/P メンバーの CDM 事業推進能力評価結果 

等級 人数 
等級 5 日本人専門家なしで優れた業務遂行が可能 2 

等級 4 日本人専門家なしで満足の行く業務遂行が可能 5 

等級 3 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが多

少必要 

3 

等級 2 目標レベルに達するには、日本人専門家の手助けが十 0 



 

85 

 

等級 人数 
分に必要 

等級 1 日本人専門家の手助けが十分にあっても、満足の行く

業務遂行が困難 

0 

 

（成果の達成状況について） 

当初、目標としていた達成レベルには達しなかったものの、当プロジェクトを通じて、今後はCDM

専門家として十分に、スリランカ国において役割を果たすことが可能と推定される人員が 8 名育成

された点は、当プロジェクトの成果ということができる。 

上表で「等級３：目標レベルに達するには日本人専門家の手助けが多少必要」と評価されている

3 名についても、他の 7 名の支援のもとで CDM 専門家として機能できる知識・能力は定着してお

り、引き続きこの職務を実施することで、その能力はさらに高まるものと期待することができる。 

 

（課題及び教訓） 

成果１に係る活動の課題及び教訓としては、次のものが挙げられる。 

 

(1) 人事異動による影響を考慮したキャパシティ･ディベロップメントの実施 

当プロジェクトでは、キャパシティ･ディベロップメントの対象としていた C/P メンバーのうち 3

名がプロジェクト実施期間中に人事異動あるいは退職等により、CDM 事業あるいは気候変動対策

に関わる業務から離れることとなり、当プロジェクトが実施するトレーニング･プログラムには参加

できたものの、オン･ザ･ジョブ・トレーニングを通じたキャパシティ･ディベロップメントを行うこ

とが、実質的に困難なものとなった。国家公務員にとっては不可避な事柄ではあるものの、継続的

なキャパシティ･ディベロップメントを実施する上では、このような人事異動が一つのマイナス要素

となることは避けられない。 

その一方で、当プロジェクトにおいて実施した「トレーニング･プログラム」に対しては、CDM

あるいは気候変動対策を担当していない「環境省」の他の部局あるいは他省庁からの参加も幅広く

あり、民間セクターを対象としたセミナーもトレーニング・プログラムの内容を凝縮した形で、2

度に渡り実施した点も含めて、CDM 及び気候変動緩和に係る知見を広く普及させることはできた

ものと推定される。 

 

(2) 重要な「調べる能力」の形成 

当プロジェクトが対象としている CDM あるいは気候変動緩和に係る知識・能力の形成を図る際

に重要なことは、これらの事柄に関わる基礎的な知識・情報を得ることに加えて、日々新たな科学

的知見あるいは情報の更新が行われる中で、それらをいかにして、的確かつ迅速に調べ、獲得して

いく能力を醸成するかという点にもある。 

当プロジェクトにおけるトレーニング・プログラムの実施期間中においても、CDM あるいは気
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候変動緩和を巡る新たな知見や情報は、次から次へと発信され、数か月前に得た知識・情報が、現

在では陳腐化し、価値のない過去の知識・情報となる場合もある。 

当プロジェクトでは、特に 2013 年以降の枠組みに関する国際的交渉の動向などを中心に C/P メン

バーに適宜レクチャーするなどを通じて情報の更新に努めてきたが、この点を、プロジェクト終了

後も C/P メンバーが適切な情報源から情報収集を通じて継続的に行うことできるか否かは、極めて

重要な課題である。 

この点では、当プロジェクトの成果品である「CDM プロジェクト・ポートフォリオ」や「CDM

ガイドブック」あるいは「CDM ウエブサイト」等の情報更新をプロジェクト終了後に、C/P メンバ

ーがいかに的確に実施していくかをフォローすることが、プロジェクトの持続性を図るメルクマー

ルとなる。 

 

33..22  成成果果２２：：CCDDMM 推推進進にに係係るる政政策策ののレレビビュューー及及びび更更新新  

成果２では、以下の目標を達成することが計画当初において設定されていた。 

 国家 CDM 政策、戦略、行動計画のレビュー、修正 

 SLCF 事業戦略のレビュー、修正 

 国家 CDM ポートフォリオのレビュー、修正 

それぞれの目標達成状況は以下の表に示す通りである。 

表 3-4：成果２に係る目標と達成状況 

目標 達成状況 
国家 CDM 政策、戦略、行動計

画のレビュー 
 当初は、CDM 政策、戦略、行動計画のレビュー、修正

を行うことが計画されていたが、CDM 政策のみをレビ

ューの対象とした。 
 一方、戦略・行動計画については、既存の CDM 政策の

レビュー結果を踏まえて、リコメンデーションという形

で JICA 専門家チームにより実施することとした。 
 レビュー・更新を行った CDM 政策については、京都議

定書の第 1 約束期間が終了する 2012 年までの「時限政

策」として位置づけることとした。 
SCLF 事業戦略のレビュー、修正  レビューを実施し、リコメンデーションの形で、提出し

た。 
国家 CDM ポートフォリオのレ

ビュー、修正 
 レビューを実施し、国家 CDM ポートフォリオの修正・

情報更新を行い、構築した。 
 さらに、データベースとして使用可能な形で構築を行

い、提出した。 
 

（成果の達成状況について） 

CDM 政策、戦略、行動計画のレビュー・修正については、戦略・行動計画が存在しなかったこ

とから、専門家チーム（日本側及び現地専門家）によるリコメンデーションと言う形で提出を行っ



 

87 

 

ている。一方、CDM 政策については、数度のレビュー・修正及び JCC での協議を経て、2012 年ま

での「時限政策」として提出している。 

SCLF の事業戦略についてもレビュー・修正を専門家チームによって実施し、JCC での協議も経

て、 終的にはリコメンデーションと言う形で提出を行っている。 

国家 CDM ポートフォリオについても、計画通り内容のレビュー及び修正を行い、新たな形で「国

家 CDM ポートフォリオ」としての構築を行い、同時にデータベース化し、随時情報更新が可能な

形で提出している。 

「CDM 政策、戦略、行動計画のレビュー、修正」については、前述したように、状況の変化に

伴い内容を変更しているものの、それに基づき当初目標を達成している。 

 

（課題及び教訓） 

成果２に係る活動の課題及び教訓としては、次のものが挙げられる。 

 

(1) プロジェクトに係る合意締結時からの状況変化への対応の難しさ 

当プロジェクトの実施に係る合意が締結された段階においては、まだ CDM 事業推進の必要性が

スリランカ国側において強く認識されていた。また、その当時においては、プロジェクトの開始か

ら 3 カ月以内には、SLCF が正式に設立され、活動を開始することが予定されており、その中で SLCF

の運営に関する支援についても実施することが予定されていた。 

しかし、この政府間での合意が締結された後に、スリランカ国において、環境大臣及び環境省次

官が交代する一方、コペンハーゲンからカンクン合意に至るプロセスの中で、2013 年以降の新たな

気候変動対策に係る国際的な取組の枠組みが迷走する中で、スリランカ国環境省は、2013 年以降の

枠組みが明確になるまでは、CDM 政策も含め、気候変動対策に関して明確な決定を下すことによ

るリスクが高いとの認識に立ち、国としての政策決定を一次留保する姿勢をとることとなった。 

その結果、CDM に係る政策のレビュー・修正については、あくまでも 2012 年までの「時限政策」

として提案することが JCC において決定された。 

また、SLCF についても当初予定から設立が大きく遅れ、現在に至るもまだその設立には至って

いない。このような状況の中で、当プロジェクトは、既存の SLCF 戦略が既に過去の状況をベース

に作成されたものであり、現在の状況を反映していないことから、そのレビューと全面的な見直し

を行い、新たな SLCF 戦略及び経営計画の提案を行うこととなった。 

終的には、スリランカ国側との協議を経て、一定の成果を提出することとなったものの、当プ

ロジェクトに係る合意締結時の見込みが、その後の状況変化に伴い大きく変わることで、プロジェ

クト活動の進捗が大きく影響されたことは確かであり、特に政権交代や大臣・次官クラスの異動に

より方針が大きく変わる可能性のある、当プロジェクトのような政策支援に関わる技術協力プロジ

ェクトにおいては、予めそのような可能性を見込んで、P/O や PDM の変更等で柔軟な対応が必要
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であることを改めて認識した。 

(2) 政策支援における留意事項 

当プロジェクトでは、「CDM 政策のレビュー・修正」及び「SLCF 事業戦略のレビュー・修正」

という、相手国の国としての政策の策定支援あるいは新たな組織の設立に係る支援が技術協力のス

コープの中に含まれることとなったが、このような支援を行う場合には、C/P 機関のトップのみな

らず、他省庁との調整や閣議決定のプロセス、さらには SLCF のように新たな組織を構築する場合

には、予算獲得のための財務省との協議等、時間を要し、かつ当プロジェクトの中のみでは、解決

が困難な外部要因により、プロジェクトの進捗に大きな影響が及ぶことが少なくないと想定される。 

当プロジェクトにおいても、CDM 政策や SLCF 事業戦略のレビュー・修正プロセスにおいて、上

記のような外部要因により、当初計画のスケジュール通りに活動が進まず、プロジェクト期間の後

半まで、活動を継続することが必要となった。 

このような点から、政策支援に係る活動や新たな組織構築支援に係るスコープを技術協力プロジ

ェクトの中に含める場合の留意事項について、以下のような教訓を得た。 

 

① 政権交代や高級事務レベル関係者の人事異動による影響に配慮した柔軟な活動スコープの設

定 

② 上記の変更に際しての、プロジェクト合意事項の「相手国側カウンターパート機関」による適

切な引き継ぎに係る合意の締結 

③ 活動及び目標達成に対する外部要因の事前協議段階における適切な把握 

 

これらが、今後政策支援あるいは新たな組織構築に係る支援を行う際に配慮すべき重要な留意点

と認識する。 

 

33..33  成成果果３３：：CCDDMM 事事業業提提案案書書国国家家承承認認にに係係るる審審査査能能力力のの強強化化  

成果３では、上記の目標を達成するために以下の活動が実施された。 

 CCD 職員を含む C/P メンバーのキャパシティ・アセスメント 

 CDM 事業評価基準及び手続きのレビュー・修正 

 ホスト国承認のための CDM 事業審査マニュアルの作成 

 

（成果の達成状況について） 

成果３に係る活動は、当プロジェクトの C/P 機関である CCD の日常業務の中心に存在する事項

であることから、C/P の反応も極めて高く、順調に活動の遂行及び達成が実現されたと認識してい

る。C/P 側からの積極的な提案も多くなされた部分であり、その点では C/P の意見がよく反映され、

CDM 事業評価基準・手続きの修正及び審査マニュアルの作成が行われた。 
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（課題及び教訓） 

成果３の目標及びそれに係る活動については、順調に実施され、目標が達成された。一方、この

活動を実施していく中で、CDM 事業のホスト国承認プロセスに関連し、以下のような課題が明ら

かとなった。 

 

(1) 「CDM 事業評価基準（持続可能性基準）」のみでは不十分なホスト国承認基準 

「CDM 事業評価基準」のレビューに際し、この基準を具体的に審査のプロセスにおいてどのよ

うに利用しているのかを C/P に対して尋ねたところ、実際の運用は審査を行うメンバーに依存して

おり、判断基準が不明瞭なまま、ホスト国承認が出されている点が少なからず存在することが明ら

かとなった。 

スリランカ国には、バリデーションの段階、あるいは登録申請の段階で、CDM 事業の基準を充

たしていないことから登録に至らないケースがいくつか見られたが、それらはいずれもホスト国承

認の段階で、PDD に対する適切なチェック・確認がなされていれば、少なくともあり得る問題とし

て認識されていたはずの事項であると推定された。 

CDM 事業の指定国家機関（DNA）としての役割の一つは、もちろん国の持続可能な発展に役立

つような CDM 事業の推進を図ることにあるが、その一方で CDM 事業提案に対する専門的な視点

からの審査・チェックを行うことで、CDM 事業としての登録にかなう水準にプロジェクト提案書

のグレードアップを図ることも重要である。その証拠に、当プロジェクトの実施期間中にも、様々

な事業者が CDM 事業に係るアドバイスを求めて CCD を来訪したり、電話で問い合わせが行われて

いた。 

これを踏まえ、当プロジェクトでは持続可能性基準のレビュー・見直しを進める一方で、PDD が

CDM 事業として登録されるべき十分な要件を備えているかどうかを評価する項目を「ホスト国承

認に際しての CDM 事業評価チェックリスト（これが実際のマニュアルの役割を果たす）」の中に加

え、実際の審査においては、このチェックリストに基づき、PDD の内容の妥当性を審査メンバーが

項目毎にしっかりとチェックするメカニズムを提案し、実施することとなった。この点は、当プロ

ジェクトを通じて明確となった事柄の一つである。 

 

(2) DNA 内での審査を重視した「ホスト国承認手続き」への改訂 

ホスト国承認手続きのレビュー、見直しを行う中で、実際のホスト国承認のための審査が、DNA

である CCD の内部で行われているのではなく、外部専門家も含めた「審査委員会」によって行わ

れる仕組みとなっており、メンバーの全員参加・合意がホスト国承認の条件となっていることが判

明した。また、メンバー全員が揃わないことから「審査委員会」開催できず、ホスト国承認の手続

きが停滞しているケースが、プロジェクトの実施期間中にもみられた。 

このような状況を踏まえ、手続きの改訂に際しては、これまで記述されていなかった PIN あるい
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は PDD 策定から審査結果の通知までの期間をしっかりと規定することとし、これに加えて、審査

を DNA 内部の職員によって行う仕組みへと変更することを C/P メンバーとの協議によって決定し

た。これにより、当プロジェクトを通じて CDM 事業について高度な知識を形成している DNA 職

員による迅速な審査が可能となることが期待される。 

 

33..44  成成果果４４：：CCDDMM ガガイイドドブブッッククのの作作成成  

成果４では、CDM ガイドブックの作成に向けて、以下のような活動が実施された。 

 国家 CDM ポートフォリオに基づく優先 CDM 事業の選定と評価（15 件) 

 上記の評価結果踏まえた「CDM ガイドブック」の作成 

 

（成果の達成状況について） 

成果４の活動については、ほぼ計画通り実施され、成果物として「CDM ガイドブック」を作成、

C/P 機関に提出を終えた。 

 

（課題及び教訓） 

成果４に係る活動を通じて明らかとなった CDM 事業推進上の課題及び教訓は以下の通りである。 

 

(1) DNA による CDM 事業提案のモニタリングの必要性 

当プロジェクトでは、国家 CDM 事業ポートフォリオのレビュー・再構築及び 15 件の優先 CDM

事業の選定にあたり、DNA に PIN あるいは PDD の形で提出されている CDM 事業提案について、

事業提案主体とのコンタクトを通じてその進捗状況の確認を行った。DNA によってこのようなモニ

タリングを行った経緯はなく、今回のコンタクトをお粉た結果、実質的にプロジェクトの実施が既

に見送られている、あるいは止まった状態になっているものが少なからず存在することが明らかと

なった。中には UNFCCC の CDM ウエブサイトで既に登録申請が却下され、事実上頓挫している

CDM 事業もポートフォリオの中には含まれており、CDM 事業を投資家あるいは潜在的なカーボ

ン・クレジット・バイヤーに対して推進するための材料として、極めて不十分な状態にあることが

判明した。 

また、この事業者とのコンタクト及びヒアリングを通じて、事業提案者がどのような障害あるい

は困難に直面しているかについても、貴重な知見を得ることが可能となった。 

CDM 事業を推進する立場でもある DNA としては、提案されている CDM 事業について定期的な

モニタリングを通じて状況を把握し、必要に応じてアドバイスを行うような機能は不可欠である。

現在既に CDM 事業について十分知識を得ている DNA である CCD の職員が、このようなモニタリ

ングを継続して実施していくことが、今後のスリランカ国における CDM 事業あるいは気候変動緩

和策の推進において重要な鍵となるものである。 
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(2) CDM 事業推進に不可欠な基礎情報・データの地道な積み上げ 

スリランカ国が、今後 CDM 事業及び気候変動緩和対策を推進していくためには、地道な基礎情

報及びデータの積み上げが不可欠である。特に も基礎的なデータとして必要となるのが、温室効

果ガスの排出源と排出量に係るデータである。現在スリランカ国には、UNFCCC の規定に基づき提

出されている「国別通報（National Communication）」の中に「GHG 排出源インベントリー」が含ま

れているが、この情報・データも既に 10 年以上前の 2000 年のデータに基づくものであり、現状を

反映するものではなくなっている。 

スリランカ国において、どの分野（セクター）のどの排出源において排出削減のポテンシャルが

存在するかを知る上では、この「GHG 排出インベントリー」が不可欠であり、少なくとも隔年毎に

はデータをアップデートし、絶えず 新の情報に基づき、国内の GHG 排出状況を認識する必要が

ある。 

これまでスリランカ国の「国別通報」は、他の多くの非附属書Ⅰ国と同様に、UNDP を始めとす

る他国間援助機関の技術・資金支援によって実施されてきている。しかし、これらの支援による GHG

インベントリー整備は、特定のコンサルタントあるいは技術者が中心となって実施されるものであ

り、政府内部に必要なノウハウはほとんど蓄積されていない。 

今後は、当プロジェクトでのキャパシティ・ディベロップメントを経て形成された知識・能力を

十分に活用し、環境省が中心となって、スリランカ国の GHG 排出インベントリーの整備体制を整

え、実施していくことが、現状を踏まえた気候変動緩和政策策定への重要な第一歩となる。 

 

(3) CDM 事業及び気候変動緩和対策推進のための省庁間連携の重要性 

上述したスリランカ国の「GHG 排出インベントリー」の整備をする上でも、関連省庁及び政府機

関との連携・情報交換は不可欠である。インベントリー作成に不可欠な情報・データは、各セクタ

ー別事業を所管する省庁及び政府機関において も豊富であり、また関連する専門的知見も も集

まっている。 

また、エネルギー・セクターにおける「再生可能エネルギーの推進政策」や工業セクターおける

「省エネルギー政策」等を始めとして、GHG 排出削減にも資する Win-Win の政策あるいは対策を

策定・実施しようとしているセクターは、実際にスリランカ国には少なからず存在し、これらのセ

クターと適切な情報交換及び連携を図ることにより、より効果的な CDM 事業の推進あるいは気候

変動緩和策の推進を図ることができる。 

この可能性は、新たな資金メカニズムとして現在 UNFCCC の場で議論されている「二国間クレ

ジット・メカニズム」の導入が決定し、個別プロジェクトの排出削減に対するクレジット供与から、

セクター・ベースでの削減に対するクレジット、あるいはより包括的な国レベルでの削減量に対す

るクレジットの枠組みが導入された場合、さらに高まることになる。 

このような意味でも、気候変動対策を推進する立場にある環境省がリーダーシップをとり、この
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ような省庁間連携に基づく具体的な気候変動緩和に係る政策・プログラムを策定していくことが強

く期待される。 

 

33..55  成成果果５５：：CCDDMM 事事業業のの広広報報・・PPRR をを通通じじたた CCDDMM にに係係るる意意識識形形成成  

成果５では、以下のような CDM 事業の広報・PR 活動が実施された。 

 スリランカ国 CDM ウエブサイトの構築 

 CDM ワークショップの開催 

 CDM プロモーション資料の作成 

 CDM 事業プロモーション・セミナーの開催 

 

（成果の達成状況について） 

成果５の活動いついては、前述の通り、CDM 事業プロモーション・セミナーについて計画内容

の変更が行われたが、全ての活動が着実に実施され、成果物の提出を終えている。 

 

（課題及び教訓） 

成果５に係る活動を通じて明らかとなった CDM 事業推進上の課題及び教訓は以下の通りである。 

 

(1) スリランカ国の CDM 情報プラットフォームとしての役割が期待される「CDM ウエブサイト」 

当プロジェクトにおいて CCD のウエブサイト内に構築した「スリランカ国 CDM ウエブサイト」

には、今後スリランカ国における CDM 情報プラットフォームとなることが期待される。 

この CDM ウエブサイトには、現段階で入手可能な CDM に係る 新の情報及びそれを得るため

の情報源がリンクされているほか、当プロジェクトの成果物の中で公開可能なものの全てがアップ

ロードされている（CDM ポートフォリオや CDM ガイドブック等）。 

このウエブサイトを今後のスリランカ国における CDM あるいは気候変動緩和対策に係る情報プ

ラットフォームとして、機能させていくために不可欠なことは、情報の更新（アップデート）であ

る。これを実施していくためには、当プロジェクトの成果物についても、定期的なアップデートを

行う体制を整備するとともに、リンクされている情報源からの情報を定期的にチェックし、情報の

更新・追加を行っていくことが DNA である CCD のはたすべき役割となる。 

さらに、今後は温室効果ガス排出削減に関連する他省庁からの新たな情報を追加する等、適切な

ウエブサイトの情報更新・運営を行っていくことが、情報発信機能を維持していく上で、不可欠で

ある。 

 

(2) 自身のキャパシティ・ディベロップメントにもつながる広報・PR 活動 

当プロジェクトで実施した各種の CDM 広報・PR 資料の作成・更新等の活動は、同時にその活動
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を担う個人のキャパシティ・ディベロップメントにもつながる重要なきっかけとなる。適切な広報・

PR 資料を作成・更新するためには、情報を収集・選択し、広報資料として加工するというプロセス

が含まれ、このような活動を通じて、担当者の知見及び情報収集を通じた関係主体とのネットワー

クは、拡大・強化され、担当者自身がスリランカ国における CDM 情報の拠点となるだけの蓄積を

有することになる。 

この点を踏まえ、CCD による広報・PR 活動は、プロジェクト終了後も重視して継続されるべき

活動の一つである。 

 

33..66  ププロロジジェェククトトのの総総括括  

 

33..66..11  CCDDMM事事業業のの開開発発状状況況  

当プロジェクトの開始時及び終了時のスリランカ国における CDM 事業の開発状況は、以下の表

の通りとなっている。 

図 3-1：プロジェクトの開始/終了時の CDM 事業の開発状況の比較 

指標 プロジェクト開始時 プロジェクト終了時 
登録済 CDM 事業 6 件 7 件 
バリデーション中の CDM 事業 33 件 40 件 
DNA に提出された提案書数 153 件 127 件 
注） 
 登録済 CDM 事業及びバリデーション中の CDM 事業件数は、UNFCCC の CDM ウエブサイト

（http://cdm.unfccc.int/）の国別データに基づき比較したものである。 
 DNA に提出された案件数は、プロジェクト開始時については DNA が保有していたリストに基づく。プロジェ

クト終了時の件数は、当プロジェクトで策定した CDM プロジェクト・ポートフォリオのデータより引用した

ものである。 
 

この数値からは、プロジェクト期間中に、登録済 CDM 事業については、1 件、バリデーション

中の CDM 事業については、7 件増加していることがわかる。このうち、1 件増えている登録済み

CDM 事業は、当プロジェクト実施期間以前にバリデーションが終了し登録申請を行っていたもの

であることから、当プロジェクトによる直接的な影響を受けるものではない。一方、プロジェクト

期間中にバリデーションに新たに入った 7 件の事業の中には、当プロジェクト期間中に、カウンタ

ーパート及び JICA 専門家チームによるコンサルティングを受けた事業が相当数存在し、プロジェ

クトが実施したセミナーの参加者が事業主体になっていることから、当プロジェクト期間中に推進

されたものと評価することができる。 

一方、DNA に提出された提案書数（この中には登録済及びバリデーション段階の事業も含まれる。）

がプロジェクト開始時と比較して、終了時には 26 件減少しているが、これは当プロジェクトにおい

て「CDM 事業ポートフォリオ」を作成するに際して、事業主体へのヒアリング等を通じて、DNA

に提案された CDM 事業の進捗状況を把握した際に、相当数の事業が既に放棄されており、これを
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ポートフォリオから除いたことによるものである。DNA のリストには京都議定書発効以降、現在に

至るまでに提案・提出された CDM 事業が全てリスト化されていたが、これらに係る進捗状況のフ

ォローアップを行った結果、2008 年以前に提案された事業の多くが実質的に動いていなかったため、

これを、「CDM 事業ポートフォリオ」からは削除している。 

当プロジェクトの目標が「スリランカ国において CDM 事業が推進される」ことにあることから、

プロジェクトの実施前後における CDM 事業の開発状況を評価することは重要である。上記の指標

からは、実際の登録済 CDM 事業の増加には結果として結び付いていないものの、プロジェクト実

施以前には、ホスト国承認獲得後、あるいは PDD 作成後に「眠っていた」CDM 事業が、当プロジ

ェクトでのセミナーや各事業主体あるいは提案主体へのアプローチ及びコンサルテーションを通じ

て動き出し、実際にバリデーションに入ったものがあったことはプロジェクトの成果である。 

また、DNA にリスト化されている CDM 事業提案数は絶対数では減少しているものの、プロジェ

クト期間中に新たに提出された PIN 及び PDD は 20～30 件に上っており、これもプロジェクトがも

たらした直接的な成果の一つである。 

このような点から、当プロジェクトは、その目標である「スリランカ国における CDM 事業の推

進」をこれらの指標においては、ある程度達成している。 

 

33..66..22  当当ププロロジジェェククトトにに対対すするるカカウウンンタターーパパーートト機機関関のの評評価価  

当プロジェクトの終了に伴い、行われた第 5 回合同調整委員会（JCC）において、環境省次官よ

り、約 1 年半に渡る支援に関する感謝の辞が述べられるとともに、当プロジェクトにおけるトレー

ニング・プログラムを始めとする活動を通じて直接キャパシティ・ディベロップメントが図られた

CCD の職員を含む約 30 名の政府職員が、今後スリランカ国における気候変動政策・対策に係る分

野で積極的な役割を果たすことに対する期待が表明された。 

また、当プロジェクトのカウンターパート機関である環境省気候変動課課長補佐である Anoja 氏

からは、現在当プロジェクトの成果及び提言を踏まえ、国内研修に参加したメンバーを中心として、

「国家 GHG インベントリー」の構築に向けた非公式の準備会合を持つことを予定していることが

報告されるとともに、現在UNDP の支援で進行中の「気候変動対策技術アセスメント・プロジェク

ト」においても、当プロジェクトの成果を反映すべく、活動を行っていくことが表明された。 

CDM 及び気候変動対策に係る今後の国際的な枠組みが不透明の中でも、環境省次官からは、当

プロジェクトの成果は、将来の気候変動対策の国際的な枠組みがどのような形になっても、スリラ

ンカ国における今後の気候変動緩和政策及び対策の推進にとって大きな財産となるものであり、こ

れをもとに、さらに国としての取組を進めていくことが必要であるとの認識が示された。 
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33..66..33  当当ププロロジジェェククトトににおおけけるる他他ドドナナーー及及びび関関連連ププロロジジェェククトトのの連連携携  

当プロジェクトでは、その開始当初より他ドナーによる関係プロジェクトとの連携を図ってきた。

特に、当プロジェクト開始以前より、環境省気候変動課（CCD/MOE）に対して「国別通報」の作

成や「国家気候変動適応政策」の策定支援を実施してきている UNDP（国連開発計画）との間では、

現在 UNDP が実施している「気候変動緩和技術アセスメント・プロジェクト」の形成段階より、CCD

の求めに応じ、会議への参加を通じて、アドバイスを実施してきた。 

また、韓国の海外協力機関である KOICA（Korean International Cooperation Agency）が Waste 

Management Authorityに対する支援として実施している廃棄物分野におけるCDM事業案件形成事業

に対しても、要請に応じてCDM 事業の側面からの Waste Management Authority への技術的アドバイ

スを行ってきた。 

さらに、当プロジェクトの活動及び成果を普及・紹介することを目的とし、カウンターパート機

関の要望に従い、専門家チームは大学でのセミナーや国際会議にも参加している。2011 年 4 月に

「Open University」の教授・講師陣を対象に開催されたセミナーに講師として参加し、CDM 事業の

紹介とスリランカ国におけるポテンシャルについて述べたほか、同年 10 月に行われた「東アジア及

び東南アジアの土壌・土地利用に係る科学者国際会議」においても、特別講師として参加し、「農地

土壌及び土地利用と気候変動」に係る講義を行っている。 

このように、当プロジェクトでは、様々な機会を活用して、他プロジェクトの連携及びプロジェ

クト活動の普及・紹介を実施してきている。 

33..66..44  ププロロジジェェククトトをを通通じじたたキキャャパパシシテティィ・・デディィベベロロッッププメメンントトのの成成果果とと残残さされれたた課課題題  

当プロジェクトにおいては、2 度に渡るトレーニング・プログラムとセミナー、さらには様々な

オン・ザ・ジョブ・トレーニングを通じて、スリランカ国における CDM 事業関係者のキャパシテ

ィ・ディベロップメントを行うとともに、CDM 事業の推進に資する様々なツールの開発を通じた

支援を行ってきた。その結果として達成された CDM 事業推進に係るキャパシティ向上は、以下の

通り評価できる。 

AA..  CCDDMM事事業業推推進進にに係係るる人人材材にに対対すするるキキャャパパシシテティィ・・デディィベベロロッッププメメンントト  

当プロジェクトにおいては、スリランカ国における CDM 事業推進に係る人材として、公的機関

としては、DNA を中心とする環境省を含む関係政府機関を対象とするトレーニング・プログラムを

２度に渡り開催したほか、国家 CDM 政策策定や、国家 CDM ポートフォリオの構築、CDM ガイド

ブックの作成、CDM 事業推進に係る広報活動等を通じて、実際の日常業務の中でのオン・ザ・ジ

ョブ・トレーニングを、当プロジェクトのカウンターパートを中心として実施した。 

一方、CDM 事業の担い手となる民間企業に対しては、公的機関を対象として実施したトレーニ

ング・プログラムの内容を圧縮した形でセミナーを開催したほか、実際に CDM 事業を計画・検討

している事業者に対して、コンサルティングを行い、事業推進に向けたアドバイスを継続的に実施
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してきた。 

その結果、当プロジェクトのカウンターパートである DNA の職員のキャパシティはアセスメン

トの結果からも大きく向上し、気候変動及び CDM に係る十分な知識・能力を身につけ、プロジェ

クト終了後も、自主的に CDM 推進を行えるに足るキャパシティが構築されていると評価できる。 

一方、民間企業についても、当プロジェクト期間中の継続的なコンサルティングを通じて、CDM

事業推進に向けた DNA とのコミュニケーション及び協議の機会は高まってきており、これもプロ

ジェクトを通じて積極的に行ってきた広報・コミュニケーション及び民間企業に対する意識啓発活

動の成果と言うことができる。 

今後は、DNA である環境省気候変動課（CCD/MOE）を中心とするカウンターパートが、絶えず

気候変動及び CDM に係る情報発信拠点となり、積極的に事業の担い手となる民間企業とのコミュ

ニケーションを持続的に図るとともに、関係する事業を所管する他の省庁及び関係機関との間でも

情報交換・コミュニケーションを活発化させ、国全体としての CDM 事業及び気候変動緩和対策の

推進体制を構築していくことが、当プロジェクトの成果を波及させる重要な鍵となると考えられる。 

BB..  キキャャパパシシテティィ・・デディィベベロロッッププメメンントトにに資資すするる各各種種ツツーールルのの開開発発ととそそのの活活用用  

当プロジェクトは、様々なキャパシティ・ディベロップメント活動を実施していく中で、スリラ

ンカ国における気候変動緩和対策及び CDM 事業推進に資する様々なツールを構築し、プロジェク

ト終了とともに、カウンターパートである DNA に提出・供与した。 

これらは、いずれも今後スリランカ国において持続的に気候変動緩和対策及び CDM 事業の推進

を図る上で重要なツールである。しかし、その有効な活用を図っていく上で、重要な課題がある。 

まず第一は、「ツールのコンテンツの継続的な更新・改訂」である。当プロジェクトを通じて作成

された「トレーニング・プログラム資料」、「国家 CDM ポートフォリオ」、「CDM ガイドブック」及

び「スリランカ国 CDM ウエブサイト」は、いずれも継続的にコンテンツの更新を行うことによっ

て、絶えず 新の情報を有するツールとして提供されることが必要である。また同時に、このよう

な形で情報の更新を持続的に行う行為そのものが、ツールを管理・運営する DNA 職員自身のキャ

パシティの持続的な向上にもつながる。気候変動や CDM のように、新たな情報あるいは知見が日々

現れる世界においては、１か月前の情報がすぐに陳腐化してしまう可能性も十分にあり、その点で

は、これらのツールを管理・運営する DNA の役割は、極めて重要なものとなる。 

第２に重要な課題は、これらの情報ツールを活用した公共・民間セクターの関係主体の持続的な

連携・コミュニケーションである。当プロジェクトにおいて作成したツールはいずれも、そのツー

ルを媒介とするDNAを中心とするCDM事業の推進主体となる公的機関とCDM事業の担い手とな

る事業者との連携・コミュニケーションを持続的に行うためのものである。「トレーニング・プログ

ラム資料」や「CDM ガイドブック」は、それらの普及を通じた意識啓発がプロジェクト終了後も

持続的におこなわれることを目的として作成されたものであり、「国家 CDM ポートフォリオ」や

「CDM ウエブサイト」は、公的機関と CDM 事業者を結ぶインターフェイスとして活用することを
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目的に構築されたものである。 

DNA である CCD/MOE において、「コンテンツの更新・改訂」と「関係主体との連携・コミュニ

ケーション」の２つの取組が日常業務として内部化されることにより、これらのツールの利用価値

は 大限に発揮されることとなる。この点においても DNA の果たす役割は重要である。 

CC..  今今後後ののススリリラランンカカ国国ににおおけけるる気気候候変変動動緩緩和和対対策策及及びびCCDDMM事事業業推推進進にに向向けけたた課課題題  

プロジェクトを終了し、これに基づく成果をもとに、これよりスリランカ国が自主的に国内にお

ける CDM 事業等を通じて気候変動緩和対策を実施していくこととなるが、その上で重要となる課

題がいくつかある。 後にその課題について以下に述べる。 

C.1 気候変動緩和対策に係る基礎情報・データの整備 

スリランカ国が自主的に国内における気候変動緩和対策を進めていくためには、国内のどのよう

なセクターにおいて、どれだけの緩和ポテンシャル（すなわち温室効果ガスの排出削減あるいは吸

収増大のポテンシャルが存在するのかを的確に把握する必要がある。そのためのベースとなるのが、

「国家温室効果ガスインベントリー」である。 

現在、スリランカ国のインベントリーは、「国連気候変動枠組み条約」に基づく「国別通報」の提

出時に作成されるのみであり、つい先頃完成した「第２回国別通報」においても、ベースとなって

いるデータのほとんどは 2000 年度のものであり、既に 10 年以上が経過しており、現在の状況を十

分に反映しているものとはなっていない。 

したがって、気候変動緩和対策を今後持続的に推進していくためには、この温室効果ガスインベ

ントリーをより高い頻度で（理想的には毎年、少なくとも 3 年に 1 度は更新する。）構築し、国内に

おける温室効果ガスの排出状況をリアルタイムで把握することが重要である。 

さらにこれを実施するためには、国レベルでの定期的な取組として明確な政策的位置づけを行い、

現在各省庁に散在している関連データを着実に集積し、温室効果ガスインベントリーとして作成す

るための省庁を超えた情報・データ提供に係る連携のための制度的枠組みを構築することが必要で

ある。 

インベントリーの作成方法については、既に IPCC が発生源別の温室効果ガス排出量算定の方法

論を公表しており、どの国も原則としてこの方法論を踏襲し、インベントリー作成を行っているこ

とから、これを参照し、作成を行うことが必要になる。当プロジェクトにおいてトレーニングを受

けたカウンターパート・メンバーには、このインベントリー作成に必要となる知識・能力は形成さ

れており、その作成は十分に可能である。また、ペラデニア大学及びモラトワ大学に設置されてい

る CDM センターのメンバーも当プロジェクトのカウンターパートとして参加していることから、

これらのカウンターパート・メンバーが中心となって協働作業を行うことによって、インベントリ

ー作成を定常的な業務とすることが、強く期待される。 

 



 

98 

 

 

 

C.2 短期的及び中長期的な気候変動緩和対策と CDM 事業推進の基本方向 

2013 年以降の京都議定書及び国連気候変動枠組み条約の行方・方向性が未だ不明瞭な中で、スリ

ランカ国は、京都議定書に基づく第一コミットメント期間が終了する 2012 年末までの短期的な

CDM 事業推進のための戦略と、2013 年以降の気候変動緩和対策推進のための戦略を、とりあえず

は分けて考える必要がある。 

まず、残り 1 年余りにせまった 2012 年末に向けた戦略としては、現在事業提案がなされている

CDM 事業の登録・実施に向けて 大限の努力を払わなければならない。現在 DNA が把握している

CDM 事業提案は、当プロジェクトを通じて作成された「国家 CDM ポートフォリオ」から、以下の

表に示すようにまとめられる。 

表 3-5：現在の国家 CDM 事業ポートフォリオの構成 

プロジェクトの分類（熟度別） 件数 推定 CER 量 
(トン CO2/年) 

バリデーション中の事業  21 496,478
ホスト国承認取得済みあるいは取得プロセス（PDD 作成済み） 10 142,393
PIN 作成済み  85 -
PIN 準備段階  11 -

 

CDM 事業の登録に通常要する期間を考えると、DNA である CCD は、現段階で PDD が既に準備

されている事業に重点を置いて、2012 年末までの登録申請を目指し、その推進を直接的に図るべき

である（上表からは、現段階で３１件の CDM 事業がこれに該当する。） 

一方、現段階でまだ CDM 事業準備の初期段階（PIN 作成未満）にある事業者に対しては、現在

の気候変動を巡る国際交渉の結果によって、状況が大きく変わることが考えられるため、そのポテ

ンシャルとリスクを的確に伝達する必要がある。CDM の枠組み自体は、2012 年以降も継続するこ

とでほぼ合意が得られているが、カーボン・マーケットの動きは、今後の新たな枠組みに向けた国

家間の交渉によって強く影響されることから、2012 年末までの登録申請に間に合わないと推定され

るこれらの事業については、現段階ではカーボン・クレジットを通じた追加的な資金支援を受けら

れる可能性ああるかどうかは未知数であり、この点は明確に事業提案者に対して伝えられなければ

ならない。 

一方、2013 年以降の中長期的な気候変動緩和対策に向けた戦略については、スリランカ国自身の

気候変動緩和対策に対する政策的なスタンスと、それに基づく国際交渉の中で、スリランカ国の立

場がどのようなものとなるかによって、大きく異なってくることが想定される。しかし、いずれの

場合においても、まず必要なのは前述したように「温室効果ガスインベントリー」の作成に基づき、

国内の温室効果ガス排出・吸収の現況を可能な限り詳細に把握し、そのポテンシャルを認識するこ
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とである。 

その上で、中長期的な戦略として重要なことは、以下の点にある。 

 

 スリランカ国の温室効果ガスインベントリーに基づき、優先セクターについて、気候変動緩

和戦略・計画を策定する（現在の「国別通報に基づけば、優先セクターとなるのは、エネル

ギー、廃棄物、農業、工業、交通・輸送分野と推定される）。 

 この戦略・計画の策定に際しては、スリランカ国の開発政策プライオリティとの整合性を十

分図り、気候変動緩和戦略/計画の実施が、スリランカ国の持続可能な発展にも同時に寄与す

る WIN-WIN の政策推進を図る。 

スリランカ国としては、まずは自国の開発政策プライオリティとの整合性を十分に検討し、国の

持続可能な発展にも資すると判断される気候変動緩和対策の推進に重点を置くことが必要である。

気候変動緩和対策が他の開発政策プライオリティとの中で、どのような形で位置づけられるかは、

これから政府によって、詳細な検討に基づいて決定されるべき高度な政治・政策判断であり、それ

が決定しない段階においては、現在の開発政策に係るポートフォリオの中で気候変動緩和対策にも

役立つものの推進を図っていくということが当面の中長期的な課題となる。 

C.3 第 2 回国別通報に基づく「気候変動緩和対策」の優先セクターと想定される対策メニュー 

スリランカ国における中長期的な「気候変動緩和戦略」を検討するための基本的な方法を具体的

に示すために、以下に第 2 回国別通報に示されている「国家 GHG 排出・吸収インベントリー」に

基づく「気候変動緩和対策」優先セクターと想定されるメニューを以下に示す。これはあくまで 2000

年のデータに基づく検討事例であり、2013 年以降の中長期的な戦略を検討するためには、 新の情

報・データに基づく分析・検討が必要である。 

a 第 2 回国別通報に基づくスリランカ国の「GHG 排出構造」 

第 2 回国別通報に基づく 2000 年のスリランカ国における温室効果ガスの排出構造は、以下の表に

示すようなものとなっている。 

表 3-6：スリランカ国の温室高効果ガス排出構造(2000 年) 

発生源 GHG 排出・吸収 (千トン CO2) 

CO2 CH4 N2O 総量 

排出 吸収 

エネルギー  
(化石燃料)  

12,409.42 866.67 251.10  13,527.19  

工業  492.40 492.40  

農業   3,888.15 812.20  4,700.35  



 

100 

 

土地利用/森林 10.34 35.07 45.41  

廃棄物   2,033.22 2,033.22  

総量  12,912.16 6,823.11 1,063.30  20,798.57  

この表（前頁）より、化石燃料のエネルギー利用（燃焼）が 大の排出源 (65%)となっており、

その他、農業及び廃棄物由来のメタンも重要な発生源となっている。 

次の表は、化石燃料のエネルギー利用による温室効果ガス排出量をセクター別に見たものである。 

表 3-7：セクター別の化石燃料のエネルギー消費に基づく GHG 排出量(2000 年) 

セクター 温室効果ガス排出量 (千トン CO2) 

CO2 CH4 N2O 総量 

エネルギー産業  2,808.94 2.52 6.20 2,817.66(20.8%)  

工業  1,710.62 31.29 62.00 1,803.91(13.3%)  

交通  6,540.14 12.39 18.60 6,571.13(48.6%)  

民生  1,081.45 818.16 164.30 2,063.91(15.3%)  

その他  268.27 2.31 0 270.58(2.0%)  

総量  12,409.42 866.67 251.10 13,527.19  

 

化石燃料消費に伴う温室効果ガス排出量では交通・輸送セクターが 大の発生源となっている 

(48.6%)。一方、エネルギー産業、工業、民生の各部門の占める割合はそれぞれ 15～20％の範囲にあ

る。 

さらに、化石燃料消費以外の発生源による温室効果ガス排出量も含めた総量をセクター別に比較

したものが次の図である。 

表 3-8：セクター別の GHG 排出量（2000 年） 

セクター 温室効果ガス排出量 
(千トン CO2)

構成比 

エネルギー産業（電力等） 2,817.79 13.5%  

工業  
 (1) エネルギー関連  
 (2) 工業プロセス関連

2,296.31
1,803.91

492.40 

11.0% 
8.7% 
2.3%  

交通・輸送  6,570.71 31.6%  

民生  2,064.54 9.9%  

農業  4,700.10 22.6%  

廃棄物  2,033.20 9.8%  

その他  315.85 1.5%  

合計  20,798.50 -  
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温室効果ガス排出の総量をセクター毎に比較すると、交通・輸送部門が 大の発生源 (31.6%)で、

工業及び農業がそれに次ぐものとなっている。 

ちなみに農業及び廃棄物セクターにおける主要な温室効果ガスであるメタンの主要発生源別の排

出量は、以下の表に示すようにブレークダウンされる。 

表 3-9：農業からのメタン発生量（2000 年） 

発生源  温室効果ガス排出量 
(千トン CO2) 

構成比 

家畜の腸内発酵  1,253.28 32.2%  

家畜廃棄物  145.32 3.7%

水田等の稲作活動 2,466.03 63.4%  

農作物残渣の焼却 23.31 0.7%  

農業全体  3887.94 -  

 

表 3-10：廃棄物処理に伴うメタン発生量(2000 年) 

発生源  温室効果ガス排出量 
(千トン CO2)

構成比 

一般廃棄物  1,765.2 86.8%  

家庭排水  166.1 8.2%

工業廃水  101.8 5.0%  

廃棄物全体  2,033.1 -  

 

b 気候変動緩和の優先セクターと想定される対策 

前述の 2000年におけるGHG排出インベントリーの分析結果に基づいて導き出された緩和対策の

優先セクターと想定される対策を以下に示す。 

表 3-11：気候変動緩和の優先セクターと想定される対策 

発生源 セクター 想定される対策 

化石燃料の燃焼  交通・輸送   燃料転換  
 エネルギー利用の効率改善 
 マス・トランジット・システム

発電・電力   再生可能エネルギーの利用  
 燃料転換  
 電力の供給・需要サイドにおけるエネルギー利用の効

率改善
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発生源 セクター 想定される対策 

民生   村落電化（再生可能エネルギーを利用した分散型電源
開発）  

 行動変化  
 需要管理（Demand side Management）  

工業   燃料転換  
 エネルギー利用の効率改善（ボイラー等のエネルギー

供給・利用設備）

農業 家畜管理  
(畜産業対策） 

 給餌方法の改善（牧草・穀物飼料の改善等）  
 畜産廃棄物の適正管理（廃棄物処理プロセスからのメ

タン回収・利用、コンポスティング、廃棄物の燃料利
用、好気性処理等）

稲作（水田）  農閑期における水田からの排水  
 農地における生産性向上  
 農閑期における適切な水田管理 (農地の可能な限りの

乾燥化）  
 農作物残渣のコンポストあるいはエネルギー利用 

廃棄物 一般廃棄物  メタン回収・燃焼/エネルギー利用  
 有機系廃棄物の好気性処理（コンポスティング）  
 廃棄物のエネルギー利用  
 廃棄物の減量化（３R)

家庭/産業排水  メタン回収・燃焼/エネルギー利用  
 有機排水の好気性処理

 

上表のような形で、優先セクター及び発生源別に想定される対策が大枠で同定されれば、次には

さらに具体的な対策措置あるいは対策技術へのブレークダウンを行い、その費用効果あるいは開発

政策プライオリティーとの整合性を検討し、具体的にどのような対策あるいは対策技術の導入を戦

略的に行っていくべきかが決定される。スリランカ国においても、 新のセクター別・発生源別の

GHG 排出量データに基づき、このような形で検討・評価を行うことが、中長期的な「気候変動緩和

戦略」策定のための基礎的な作業となる。 
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